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平成２９年第５回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第４号） 

 

                           平成２９年１１月３０日（木曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 
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      １．観光行政について 

      ２．地方創生の取り組みについて 
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      ４．商店街活性化について 

    １０番 相馬 剛議員 

      １．食育について 

      ２．道路行政について 

      ３．都市計画税について 

    ６ 番 森本彰伸議員 

      １．中学校部活動顧問教諭の負担について 

      ２．親力向上による家庭教育支援のために 

      ３．本市のＡＬＴを使った英語教育について 
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      ２．新庁舎建設について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎議員） 本日の議事日程はお手元

に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 櫻 田 貴 久 議員 

○議長（君島一郎議員） 初めに、15番、櫻田貴久

議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 皆さん、おはようござ

います。 

  議席番号15番、自民クラブ、櫻田貴久です。 

  まずは、皆様もご存じだと思いますが、この黒

磯の地から、初めてドラフト会議で指名され、初

めてのプロ野球選手が誕生しました。共英小学校、

厚崎中学校、白鷗大足利出身の北浦君です。那須

塩原市の野球少年たちにとっては、プロ野球選手

を目指すことの扉が開いたんではないでしょうか。

ぜひ北浦君の北の大地でのご活躍を心より期待し、

できれば黒磯から初めてのプロ野球選手の誕生で

すから市役所にのぼり旗などを設置していただき、

ぜひ市長とも対談をしていただき盛り上げていた

だければと思います。 

  それでは、通告に従い市政一般質問を行います。 

  １、観光行政について。 

  いよいよ2018年春、デスティネーションキャン

ペーン（以下、ＤＣと言う）が展開されます。本

市としても、プレデスティネーションキャンペー

ンである一定の成果を上げ、本番のＤＣに向けて

新たな事業を加え取り組んでいます。 

  観光は、まちづくりの総仕上げの一つではない

でしょうか。地域や地方が抱えるさまざまな課題、

例えば第１次、第２次産業の活性化、付加価値商

品の開発、特産品の販路開拓や商業の活性化、商

店街のにぎわいの創出、伝統工芸の振興、環境問

題の解決、自然の保全、ふるさとの景観維持、健

康づくりの推進、ヘルスツーリズムなどに加え、

農業と観光の連携、街並みの魅力発信、体験型観

光、エコツーリズム、グリーンツーリズムなどの

推進、国立公園のナショナルパークとしてのブラ

ンド化など、地域の多くの課題解決に観光はかか

わっていることから、本市の観光行政について以

下の点についてお伺いをいたします。 

  ⑴観光客入り込み数と宿泊者数の直近の実績に

ついてお伺いをいたします。 

  ⑵ＤＣの取り組みについて具体的にお伺いをい

たします。 

  ⑶観光の視点から見える本市の強みと弱みを改

めてお伺いをいたします。 

  ⑷塩原温泉の観光施設についてお伺いをします。 

  ⑸板室温泉の観光施設についてお伺いをします。 

  ⑹本市の観光地の特産品やお土産について、本

市としてはどのように認識をしているのかお伺い

をいたします。 
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  ⑺本年度以降、本市としては観光局並びに観光

協会とどのように連携をしていくのかお伺いしま

す。 

  ⑻第２次那須塩原市総合計画基本施策６－４

「観光を活性化させる」の「①観光地としての品

質を管理する、②観光地としての認知度を高める」

について、今年度の進捗状況についてお伺いをし

ます。 

  ⑼今後観光を推進する中で経済効果、波及効果

のある取り組みを進めるべきと考えますが、所感

をお伺いします。 

  ⑽今後観光振興にどのように取り組んでいくの

か具体的にお伺いをします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） １の観光行政につい

てのご質問に順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の観光客入り込み数と宿泊者数の直

近の実績についてでございますが、本年９月まで

の９カ月間の入り込み数は710万6,376人で前年比

3.3％の減、宿泊者数は70万7,534人で前年比

3.5％の増となっております。 

  次に、⑵のＤＣの具体的な取り組みについてで

ありますが、食のキャンペーンや周遊バスツアー

を実施するほか、ＪＲ駅でのＰＲキャラバンやメ

ディアミックスによる告知、宣伝活動等を予定し

ております。また、ＤＣの本番を迎えるに当たり

まして、機運の醸成と市内外への告知、宣伝を強

化するため総決起大会を開催したいと考えており

ます。 

  次に、⑶の観光の視点から見える本市の強みと

弱みについてでありますが、豊富で多彩な温泉を

初めとした観光資源や巨大なマーケットである都

内からのアクセスのよさなどが強みである。２次

交通や回遊性、それから地場産品等の活用などが

課題であると捉えております。 

  続きまして、⑷の塩原温泉の観光施設と⑸の板

室温泉の観光施設につきましてあわせてお答えを

いたします。 

  塩原温泉には、日帰り温泉施設や足湯、家族旅

行村、天皇の間記念公園、塩原もの語り館など指

定管理の６施設のほか、塩原渓谷にかかるつり橋

や遊歩道と６カ所の園地などが整備されておりま

す。 

  また、板室温泉にありましては、指定管理の施

設として日帰り温泉施設と自然遊学センターの２

施設のほか、つり橋、それから乙女の滝や沼ッ原

湿原などの自然景観を生かした８カ所の園地など

が整備されております。 

  次に、⑹の本市の観光地の特産品やお土産品に

ついて本市としてはどのように認識をしているの

かについてでございますが、観光地の特産品、お

土産品などは、観光地としての魅力や地域への経

済波及効果を高めるものであることに加えまして

観光地の認知度を上げていくということにもつな

がると考えております。 

  次に、⑺の本年度以降、本市としては観光局並

びに観光協会とどのように連携をしていくのかに

ついてお答えをいたします。 

  本市では、観光振興の牽引役を担う官民協働の

組織として観光局を設立いたしまして、各観光協

会は地区事業と観光局の支部機能を担う体制とな

っておりますので、今後も観光局、観光協会、行

政がそれぞれの役割を担いながら一体的に観光地

づくりに取り組んでいきたいと考えております。 

  続きまして、⑻の第２次総合計画に掲げた観光

地としての品質を管理する及び観光地としての認

知度を高めることについての進捗状況についてお
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答えをいたします。 

  観光地としての品質を管理するにつきましては、

地域の商品造成やキャンペーンの企画、バスツア

ー等を観光局を中心に実施しているほか、観光局

の法人化や観光協会との連携強化により観光振興

体制の確立に取り組んでいるところであります。 

  また、観光地としての認知度を高めるにつきま

しては、各種の観光プロモーションにより本市の

観光地を知っていただき、さらにそのよさを知っ

ていただくための認知度の向上を図っているとこ

ろであります。 

  次に、⑼の今後観光を推進する中で経済効果、

波及効果のある取り組みを進めるべきとの考えに

対する所感についてと、⑽の今後の観光振興にど

のように取り組んでいくのかについてあわせてお

答えさせていただきます。 

  経済効果、波及効果のある取り組みは市として

も重要であると考え、観光振興を図ってきたとこ

ろであります。今後につきましても、観光関係団

体や事業者と行政が一体となって取り組む体制の

整備をさらに進め、観光局を中心に戦略的、効果

的な観光振興施策を展開してまいりたいと考えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、⑴より順次

再質問をさせていただきます。 

  まず初めに、宿泊者数は今年度はおおむね前年

をクリアするように思われますが、直近の宿泊者

数の前年比3.5％増の地区ごとの内訳についてお

伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） それでは、地区ごと

の数値でございますが、黒磯地区が１万5,299人、

西那須野地区が451人、塩原地区が8,431人、合計

２万4,181人の増となっております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、宿泊者数の

前年比3.5％については本市としてはどのように

分析をしているのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） どのように分析をし

ているのかということでございますが、状況的に

は昨年の秋以降、大型旅館の休業等があったわけ

ですが、そういう中で増加しているということに

関しまして、一つには天候や日並びという要因も

ありますが、これまで本市が取り組んでまいりま

した観光プロモーション、それからプレＤＣ、そ

ういった効果もあったというふうに捉えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） ９月までの宿泊者数は

前年比3.5％の増です。そこで、観光関連の事業

者の皆さんから入湯税の使途についてよく聞かれ

ます。「入湯税は、環境衛生施設、消防施設の整

備に要する費用などにあてるために、鉱泉浴場

（温泉を利用する浴場）における入浴行為に課税

する目的税です。」と市のホームページに掲載さ

れていますが、観光に関する入湯税の使途状況に

ついて具体的にお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 入湯税の使途ということ

ですが、ただいま議員がおっしゃられましたよう

に、地方税法の中で使途が限定されてきておりま

す。 

  そういった中で本市においては例年平均します

と１億3,000万程度が入湯税で上がってきている

ところですが、充当している事業でございますが、
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一部には消防施設とか環境施設にも充当はしてお

りますが、特に観光施設の整備ということで、い

わゆる入浴施設とかそういったところの維持管理、

修繕、それと観光振興という視点で観光局に対し

ての運営にかかる経費に充当しているというのが

主な内容です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 入湯税は観光関連にも

利用しているということで、市民の方に自信を持

って説明をできますね。そういう認識でよろしい

んですね。 

  それでは、⑵の再質問に入ります。 

  プレＤＣに参加した宿泊者、事業者数の割合に

ついてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） プレＤＣの企画に参

加したという捉え方でお答えをさせていただきま

すが、宿泊施設ですと90施設のうち参画旅館数は

42という状況です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） デスティネーションキ

ャンペーンへのいろんな参加、本市の取り組みも

そうなんですが、できればぜひ100％の参加を強

く求めるところではございますので、引き続きそ

ういったものの参加についてもまだまだ時間があ

りますので促していただければと思います。 

  それでは、プレＤＣで行った「いちごとみるく

フェア」、「朝食イッピン物語」に加え、今回新

たに行う食のキャンペーンや周遊バスについての

内容について詳しくお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 食のキャンペーン、

それからバスツアーの内容でございますが、現在

企画をしております食に関するキャンペーンとし

ましては、巻狩鍋フェア、こちらのほうは巻狩の

歴史に着目をいたしまして宿泊施設、飲食店等で

オリジナルの巻狩料理を提供しようというもので

ございます。当然ながらＤＣの企画商品として磨

き上げをかけるというのも一環ではありますが、

市としては市全体での一体感の醸成にもつながる

のではないかというふうに考えております。 

  さらに、利き酒フェアというものを予定してお

りますが、こちらのほうは宿泊施設、それから飲

食店ですね、市内の、そういったところではこだ

わりの３種類以上のきき酒及び飲み比べなんかに

取り組んでいこうという内容でございます。 

  周遊バスツアーにつきましては、２次交通の拠

点となる那須塩原駅と温泉地をつないで、途中、

平場の観光スポットをめぐるというようなバスの

運行を考えております。あわせまして、バスの運

行の周知等、そこに路線バスやタクシー等の交通

機関の利用案内、それを兼ねたパンフレット等を

作成して、今ある２次交通の活用を図りながら観

光周遊の利便性を高めていきたいというふうに考

えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは改めてお伺い

しますけれども、巻狩鍋については決まりはある

のか、また巻狩鍋の取り組みについて具体的にお

伺いします。できれば部長においしさをＰＲして

もらえば幸いです。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） おいしさをＰＲとい

うのはなかなか食レポが上手じゃないのでうまく

できるかわかりませんが、具体的に決まりという

ようなお話でしたけれども、できるだけオリジナ

ルなものをそれぞれの施設で提供していただけれ
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ばということで、かつて黒磯時代、お肉は２種類

以上とかこういったものをという一定のルールの

中で行った経過はありますが、今回は外してござ

います。お肉を使い、そこに野菜を入れると。 

  ただ、その中には必ず地場産、といっても那須

塩原市産というふうな限定をするとちょっと厳し

いところもありますので、栃木県産の肉を使用し

ましょうというような決まりが一つ。それから、

味つけはみそでもしょうゆでも塩でも、それもそ

れぞれの旅館や飲食店さんの好みでおつくりいた

だくというようなことで参画しやすい形で料理を

提供するわけですけれども、それは全部、ここに

根づいている巻狩という名前を使ったものといた

しましょうというような内容でございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 十分おいしさが伝わっ

たと思います。 

  ことしは巻狩祭りが中止になりましたけれども、

災い転じて福となすになるように、できれば巻狩

鍋を精いっぱい宣伝してもらい、ＤＣの成功に導

いていただければ幸いだと思います。 

  次に、ＪＲ駅でのＰＲキャラバン、メディアミ

ックスによる告知、宣伝活動等の具体的な取り組

みについてもお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 具体的な取り組みで

ございますが、来年２月から首都圏ＪＲ駅へのＰ

Ｒキャラバンといたしまして、観光局の東京事務

所、それから旅館、観光団体などの関係者が連携

をいたしまして、ポスターやパンフレットを持参

して直接首都圏の駅を回る予定になっております。 

  また、４月の本番前に、注目度が上がる直前の

時期に新聞、雑誌、それからラジオ、ネットサイ

トなどさまざまな媒体から波状的な情報発信を行

いまして、しっかりとマーケットに伝えることで

ＤＣ効果を高めていきたいと考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 関係者の皆さんには本

当にご苦労をかけますが、アフターＤＣにもつな

がると思いますので、どうかその辺はよろしくお

願いをいたします。 

  それでは、ＤＣの本番を迎えるに当たり、総決

起大会の開催における具体的な取り組みについて

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 現在予定をしており

ます総決起大会の内容でございますが、参画する

事業者、関係者のほか旅行エージェントやメディ

ア等の皆さんにお集まりをいただいてキャンペー

ンの内容や商品の紹介を行い、また先ほどのお話

にもあった食のメニュー等の試食会なんかも開催

いたしまして盛り上げていきたいというふうに考

えておりまして、時期は来年２月を予定しており

ます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） ぜひ楽しみにしていま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

  また、ＤＣを盛り上げる意味では市民の皆様の

理解並びに市民の皆様の参加が必要不可欠だと思

うことから、市民の皆様の参加を促す意味での広

報の取り組みについてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） おっしゃるとおり、

市民の皆様の参加、理解が大変重要になってくる

というふうに考えておりますので、市の広報紙へ

の掲載、それから市内でののぼり旗やキャンペー

ンフラッグの設置、そういったものを行ってまい
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りたいと考えております。 

  また、今後も「いちごとみるくフェア」、本年

実施をいたしましたが、そういったところで市民

の利用が多い飲食店等の参画拡大を図って、そう

いった効果も利用しながら市民の皆様へ事業の浸

透を図っていきたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは最後に、プレ

ＤＣの成果はきっちりと検証したという理解でよ

ろしいのでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） はい、検証をしてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、⑶の再質問

に入ります。 

  観光の視点で見える本市の強み、弱みに関して

は十分認識をしていると思いますが、強みの温泉

などに関しては塩原温泉読本を製作していますが、

今後は強みを生かしたさらなる取り組みについて

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） これまでも行ってま

いりましたが、同様に歴史ある豊富で多彩な温泉

の魅力を前面に出しつつ、地元食や花などの観光

ニーズに対応できる受け入れ態勢の整備、それか

らプロモーションについて継続して行ってまいり

たいと思っています。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 執行部の皆さんもご存

じですよね、塩原十一湯、塩原七色の温泉という

んですよ。だから、例えば塩原イレブンとか塩原

レインボーとかにして温泉などの利活用を積極的

に、そしてプロモーションをしていただければ、

塩原温泉1,200年の、開湯の歴史のある塩原温泉

がさらに生きてくるんではないか。 

  また、板室温泉のように源泉かけ流し、国民保

養地として歴史のある温泉地がますますそういう

意味ではプロモーションができれば非常にすばら

しいことだと思っています。ですから、強みを十

分に生かし積極的に進めていただければと思いま

す。 

  また、ある意味では塩原温泉の場合は温泉街が

強みであり、そうですよね、街を形成しています

から。しかし弱みでもあります。今後、塩原温泉

の歴史を十分に把握した上で温泉街のにぎわいの

復活をどのように進めていくのかお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 塩原の温泉街であり

ますが、開湯から1,200年を超えているという塩

原温泉、特に大正時代を中心に文人などが本当に

多く訪れて作品を残すなど、貴重なこれも資源で

すか、歴史資源があるところでございます。 

  こうした歴史もさらに生かし、古きよき温泉情

緒を守りながら、現代に合わせた温泉街として誘

客促進に取り組んでいかなければというふうに考

えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 塩原温泉は、もの語り

館があるように非常に文学とのかかわり合いが強

いところでもあります。温泉と文学のコラボレー

ション、そういったことを意識して取り組んでい

ただければすばらしいことになるんではないかと

思います。皆様もご存じのとおり、今年度は与謝

野晶子展ですか、そのようなことを開催したり非

常に粋な取り組みをしていますので、ぜひ文学と
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温泉のコラボを積極的に考えてもらえばと思いま

す。 

  次に、２次交通や回遊性、地域産品の活用など

の課題についてどのように対応していくのかお伺

いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 先ほどの答弁でも申

し上げましたが、食のキャンペーン、それから周

遊バス、まさにこういったものが今ご質問いただ

きました回遊性、地場産品の活用などの課題であ

るということで対応をしているところでございま

す。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 皆様も旅行するときに

参考にすると思うんですね。今の時代ですから、

旅行する人たちが参考にする口コミについて、塩

原温泉、板室温泉の口コミ評価などについての本

市の所感についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） インターネット上の

宿泊施設への口コミ評価でございますが、基本的

には一喜一憂することはないというふうに考えて

おりますが、現実には、ネットの口コミを参考に

旅行会社等ではなくてご自分で予約をするという

方がふえているという状況にあると思っておりま

す。 

  そうしたことから、関係者でそういう状況を共

有して、評価向上の取り組みのための指標とする

ということは当然に行わなければならないことで

ありますし、そういったことに向かってそれぞれ

の施設が取り組んでいくということも有効である

というふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） ぜひ旅行者の立場、旅

行者の目線になってそういうものについても積極

的に、真摯に受けとめて考えていただければと思

います。 

  それでは、⑷、⑸については一括で再質問をさ

せていただきます。 

  塩原温泉の見どころ、観光名所を本市としては

どのように把握しているのか詳しくお伺いをいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  塩原支所長。 

○塩原支所長（宇都野 淳） 塩原温泉の見どころ、

観光名所につきまして塩原支所のほうでお答えい

たします。 

  見どころにつきましては、たくさんございまし

て申し上げるのは非常に難しいところではござい

ますが、まず売りである自然景観では、四季折々

の自然を楽しんで眺める、竜化の滝を初めとする

40以上の名のついた滝がございます。また、それ

にかかる回顧の吊橋など14のつり橋もございます。

さらに、自然散策という点で整備をさせていただ

いた14の遊歩道のコースや、また珍しい動植物が

たくさんある大沼なども人気でございます。 

  また、先ほどお話がございましたように文化を

楽しみたい方については、尾崎紅葉などが、文化

人が訪れた文学碑ですね、こちらのほうのめぐり

とか、塩原もの語り館の展示物などがございます。 

  また、日本の中では最大級の規模を持っており

ますハンターマウンテンのゆりパーク、こういっ

たものが非常に人気でございまして、ほかにも民

間の方が運営する観光スポットもたくさんござい

ます。さらに、自然体験型の観光として最近人気

のダムの湖畔でのカヌー、そして滝下りとか、ま

たこれから出てきます雪上のトレッキング、こう

いったものが見どころして人気となっております。 
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○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 塩原温泉にはこんなに

もたくさんの名所があるんですね。皆さんご存じ

だったですか。多分、詳細にもっともっと説明す

れば塩原支所長が朝まで説明をしても間に合わな

いんではないかなと、そのぐらいたくさん見どこ

ろがある。先ほど観光施設も聞きました。観光名

所についても塩原温泉はなかなか、やっぱりポテ

ンシャルの高さを感じるというか、かなりの可能

性のあるところだったと思います。 

  それでは次に、板室温泉の見どころ、観光名所

を本市としてはどのように把握しているのかお伺

いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 板室温泉につきまし

ても本当に多くの資源があります。紹介をさせて

いただきますと、下野の薬湯と言われるほどの良

質な温泉、それから四季折々に楽しめます滝、そ

れから川、古くから親しまれてまいりました三大

祈願所と言われるような神社仏閣、そういったも

のに加えまして、近年では板室においては芸術・

文化といったような新しい視点での見どころもふ

えてきているという状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 板室温泉の魅力もすば

らしいと思います。本市にとっては両方の温泉地

にはかなりの観光施設、そして名所があるわけで

すから、そういうものに関してももう一度原点に

返って洗いざらし、棚卸しをしていただき、これ

からの観光戦略に結びつけていただければと思い

ます。何もない市ではありませんので、どうかそ

の辺の資源の活用を十分にご理解していただき、

さらなる振興に頑張っていただきたいと思います。 

  それでは、塩原地区における遊歩道があるとの

ことでしたが、遊歩道の維持管理等の状況につい

てお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  塩原支所長。 

○塩原支所長（宇都野 淳） 塩原地区における遊

歩道の維持管理の状況でございますが、遊歩道の

維持管理につきましては、近年、自然を自分の足

で楽しんでみようというお客様が相当ふえてござ

います。そういった方のために、より安心した安

全な遊歩道の整備というものが求められておりま

す。 

  現在は、年度当初に観光協会や旅館組合、また

観光関係者、また行政による点検や清掃を行って

おりまして、定期的には毎月、遊歩道を案内する

パークコンダクターという方がいらっしゃるんで

すが、この方が手すりとか階段、それから倒木な

どの問題点のほうの点検を行っておりまして、あ

わせて清掃活動をお願いしているところです。 

  多くの遊歩道なんですが、もう整備して随分長

い年数がたっております。手すりや看板、いろん

なところで老朽化が進んでおります。計画的に小

さな修繕は行っておりますが、物によっては大き

な整備が必要なところもございますので、今後、

県と情報を共有しながら計画的に修繕、整備のほ

うに当たってまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 遊歩道も塩原温泉の魅

力の一つであります。そういう意味では、ターゲ

ットを絞り込んだ上での遊歩道の利用状況なんか

はかなりこれから先にニーズがあるんではないで

しょうか。ですから、先ほど塩原支所長が言われ

たように、国立公園の中でありますからいろんな

規制等はあると思うんですが、その辺は市長も

国・県・市のパイプを利用しながら、ぜひ塩原温
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泉の復活の一助になるようお願いをしたいと思い

ます。 

  続きまして、公衆便所等の整備状況及び維持管

理についてもお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 公衆便所の整備状況

でございますが、塩原地区には21カ所、板室地区

に８カ所のトイレが整備されております。 

  維持管理につきましては、定期的な巡回清掃、

それから給水施設等の点検等、こういったものを

行いながら使いやすいトイレを目指して行ってい

るというところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、例えば公衆

便所等に関する市民の皆様や観光客の皆様からの

要望などについてはどのように取り組んでいくの

かお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） トイレに関する要望

ということでございますが、やはり不特定多数の

方がシーズンですと相当利用するというようなこ

とがありますので、緊急的な苦情、要望等もござ

います。それらについても迅速に対応すると。連

絡があり次第、１日１回とかいうふうな回数で決

めるんではなくて、定期的なものに加えまして迅

速な対応に心がけていると。 

  また、もう少し大きな話になりますと、どうし

ても施設の整備年度が大分昔のものがありますの

で、和式のみのトイレがまだございます。こちら

については順次、洋式化を図ったりしていく必要

があるなというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） トイレのきれいな観光

地、すばらしいと思うんですね。それも一つの売

りになるんであれば、今後こういったトイレの整

備なんかも継続的というか、年次を切って計画的

に進めていくんでしょうけれども、そういう意味

できっちり整備をしていただきたい。 

  僕、一つだけ提案したいんですが、今度は男子

便所に赤ちゃんのおむつかえとかそういうのをつ

くっていただければ、ああ、ここはいいなと女性

の方が喜ぶんではないかと。最近、育メン、育休

ですか、そういったこともありますので、より時

代のニーズに敏感に反応していただき取り組んで

いただければと思います。 

  高齢者、障害者や訪日外国人旅行等の人々が安

心して気軽に旅行できる環境の整備へのニーズが

高まってきています。本市としても、公共交通機

関、宿泊施設や観光施設等のバリアフリー化、バ

リアフリー施設についての情報発信等に至急に取

り組んでもらいたく強く要望いたします。 

  また、男子便所に赤ちゃんのおむつ交換台とか

多目的トイレの推進についても強く要望をいたし、

次の⑹の再質問に入ります。 

  特産品やお土産の開発などは本市としては今後

どのようにかかわり取り組んでいくのかお伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） お土産品の開発につ

きましては、まずは事業者個々の取り組みに期待

をするところでありますけれども、観光局におき

ましては、ＤＣでの食のキャンペーンなんかを通

しまして企業と連携したお土産品の開発等にも今

取り組み始めているという状況にあります。こう

いった取り組みに対しまして市としても継続して

支援をしてまいりたいと。 

  また引き続き、那須塩原ブランド品の認定、そ
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れから活用なんかにも取り組んでいきたいという

ふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） ただいま那須塩原認定

ブランドについての話が出ましたが、今後、那須

塩原認定ブランドをどのように活用していくのか、

本市のブランドのさらなる取り組みについてもお

伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 那須塩原ブランド品

関係の取り組みですけれども、今年度新たにブラ

ンド品のパンフレットを作成いたしましたが、今

回、認定品の紹介に加えまして、それをどこで売

っているか販売店のマップ、そんなものを入れ込

みまして観光客の方に対してもこういった情報を

周知しながら、ブランド品のＰＲ、それから那須

塩原のお土産品としてのＰＲ、こんなものに取り

組んでいるところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） もうぼちぼち那須塩原

認定ブランドのシールも女性目線のシールに変え

てみてはどうか提案をいたします。その辺のとこ

ろも検討のほどをよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  それでは、⑺の再質問に入ります。 

  本市の観光協会の現状は、合併前の３つの旧市

町ごとにあるという現状であると思います。それ

ぞれの個性に任せてばらばらに取り組むより組織

力で取り組むほうがスケールメリットが出ると思

うことから、観光協会のホールディングシステム

について本市の所感をお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 観光協会の形の問題

でございますが、観光局の設立、それからその後

の法人化、こういったものを通しまして、今、市

内の観光協会がそれぞれ局の支部機能を担いなが

らという形になっております。実際にスケールメ

リットを生かせる形として、今、既に前進をして

いるというふうに市では考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 将来的には３つが１つ、

誰が考えてもスケールメリットは出ることは確か

ですが、答弁にもありましたように多くの課題が

あると思いますが、丁寧に一つ一つ解決してさら

なる取り組みをしていただきたいと思います。 

  それでは、⑻の再質問に入ります。 

  本市が有しているポテンシャルを十分に発揮す

るためには認知度を高める必要があると思います。

そこで、観光局が行っている戦略会議などは本市

のポテンシャルを引き出すために取り組んでいる

非常に評価のできる取り組みであります。観光地

としての品質を管理する、観光地としての認知度

を高めるためにシティプロモーション課などとの

連携も必要だと思うことから、現状どのような体

制ができているのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 現状の体制というこ

とでございますが、観光に関する情報等を共有い

たしまして定住促進、それから市の魅力発信、そ

ういうところに活用しておりますし、イベント等

では共同でのＰＲを行うという形で連携を図って

おります。 

  また、今後、市民による観光の魅力発信と、先

日ファンクラブというようなものも設置いたしま

したので、そちらのほうとの連携なんかもこの後

さらに進められるのではないかというふうに考え

ております。 
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○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） ぜひ前向きに取り組ん

でいただきたく思います。シティプロモーション

課にはシティセールスとしての考えも強く要望を、

その辺も強く考えていただきたく要望いたします。 

  それでは、本市の持つポテンシャルを正しく把

握していないと本市の能力を伸ばすことはできま

せん。そこで、本市のポテンシャルを正しく把握

するため、関係事業者の皆さんとのさらなる取り

組みを具体的にお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 市内の観光に関する

情報共有、それから共通認識を図るというような

場として一番今現実に機能しているのは、先ほど

お話もありました観光戦略会議ではないかという

ふうに思っております。 

  またあわせまして、観光局では今、観光局ニュ

ースの発行、それからホームページ、フェイスブ

ックの発信などにも力を入れて取り組んでいると

いうところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 取り組みについては十

分に理解をするところでございます。 

  それでは、本市の認知度を高めるためには本市

の得意とするメディアミックスの活用が挙げられ

ますが、今年度の成果並びに課題についてお伺い

をいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 先ほどの答弁でも申

し上げましたが、本年度につきましては本ＤＣを

控えておりますので、直前の時期、効果的であろ

うと思われる２月以降を中心にメディアミックス

の手法で取り組んでいきたいと。それを含めまし

て、このＤＣ対策に関しまして今回の12月議会に

補正予算を上程しているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 他市にもない本市のメ

ディアミックスの使い方は非常に得意とするとこ

ろですし、非常に効果の出ている取り組みの一つ

だと思っていますので、ぜひ継続的に、また波状

的に続けていってもらいたいと思います。 

  この項の最後の再質問に入りますが、⑼、⑽に

ついては一括で再質問をさせていただきます。 

  塩原温泉、板室温泉ともに今後観光客の皆様に

にぎわいを底上げしてもらうようにするには今後

どのような取り組みが必要だと思うか、本市の所

感をお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 多くの観光客の皆様

にまた来ていただくため、それから行ってみたい

と思わせるような認知度の向上、さらに、いらっ

しゃった方が満足してまた行ってみたい、リピー

ターとして何度でも帰ってきていただけるような

品質管理を徹底していくということがまず一歩で

あろうというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） まさしくそのとおりだ

とは思うんですが、今後、本市としてもリピート

率についてのデータ収集などにも積極的に取り組

んでもらいたいと思います。 

  次に、塩原温泉の生き残り戦略、板室温泉のに

ぎわいの復活について今後行政はどのようにかか

わっていくのかをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） かかわり方でござい

ますが、観光局を中心に今、戦略的、効果的な観
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光振興施策を進めるための体制づくりを行ってい

るわけですが、この路線をさらに進めると。こう

いった体制の中で官民が一体となって進めるわけ

ですので、行政としての役割もその中で果たし、

関係者と一体となった取り組みを進めていくとい

うことであろうと思います。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 最後にお伺いします。 

  一貫して言ってきましたが、稼ぐ温泉街のイメ

ージ、スタイルについて本市の所感をお伺いいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 稼ぐ温泉街のイメー

ジでございますが、個々の旅館や観光施設、それ

から歴史や自然などの観光資源を基盤といたしま

して、各産業が連携をし、さらに人がつながった

活動が生き生きと営まれるというような町、温泉

街が理想であろうというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１０時５９分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 人口減少、少子高齢化

といった本市が抱える深刻な課題に対処していく

ためには、観光による交流人口の拡大が求められ

ています。 

  観光は、本市にとって豊富な地域資源を生かし、

隅々まで地域を活性化させ、地域に雇用と活力と

誇りを生み出し、本市の未来を切り開いていく基

幹産業となる視野の広い産業です。観光は、国際

相互理解の増進や国際社会における本市の地位の

向上という観点からも重要です。まずは今回のデ

スティネーションキャンペーンの取り組みが本市

の観光のさらなる飛躍につながれば幸いです。 

  厳しい財政状況の中ではありますが、各部の予

算配分から新たな観光財源の確保について将来の

那須塩原市のために検討をしてみてはどうか強く

要望をいたします。観光があるから希望があるま

ち那須塩原市、よろしくお願いをいたします。 

  それではこの項の質問を終了いたします。 

  ２、地方創生の取り組みについて。 

  安倍政権が最重要課題として掲げた地方創生の

理念は、仕事の創出が人を呼び込み、人が新たな

仕事をつくり出す好循環を全国に広げることにあ

ります。内閣官房、内閣府に専門部隊が組織され、

強力な政治主導でスタートし約３年半が経過しま

した。 

  国が地方創生関連事業につけた予算措置は、商

品券などの消費喚起関連を除いても5,000億円に

上る額です。内閣府の幹部は、地方活性化対策に

ついては従来からある地方交付金や特別交付金の

範囲内でやるという考え方もあるが、今回は政治

主導によって従来の枠組みではなく外からチャレ

ンジする事業を応援することに意味があります。

３年間やってきて各地でユニークな取り組みがふ

えてきましたと語っています。 

  そこで、本市の地方創生、那須塩原市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略を含め、以下の点につい

てお伺いをいたします。 

  ⑴平成29年には新たな第２次総合計画を策定し

ました。その際、本戦略においても時点修正を行

いましたが、整合性を図った点についてお伺いを

いたします。 
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  ⑵今までに地方創生の推進に関する交付金を活

用した事業についてお伺いをします。 

  ⑶重点施策の進捗状況についてお伺いをします。 

  ⑷例えば地方創生の一環として取り組んだ本市

のプレミアム商品券は地域内資金循環を消費者の

購買行動の点でもプラスになったと思いますが、

今後の計画についてお伺いをします。 

  ⑸今後、地方創生推進交付金、地方創生加速化

交付金を活用した取り組みの計画があるのかお伺

いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 櫻田貴久議員の地方創生に関

するご質問に順次お答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の第２次総合計画とまち・ひと・し

ごと創生総合戦略で整合性を図った点についてお

答えをいたします。 

  まち・ひと・しごと創生総合戦略の時点修正は

大きく２つの内容について行っております。１つ

目は人口ビジョンであり、平成27年国勢調査の結

果に基づき第２次総合計画の人口ビジョンを新た

に作成したことに伴う修正を行ったところであり

ます。２つ目は重点施策であり、第２次総合計画

に掲げる施策や重点プロジェクトの内容を総合戦

略の重点施策に反映させるため修正を行っており

ます。 

  次に、⑵の今までに地方創生の推進に関する交

付金を活用した事業についてお答えをいたします。 

  本市では、これまでに各種の地方創生に関する

交付金を受けさまざまな事業に活用をしておりま

す。地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

ではプレミアム商品券事業や子育て応援券事業、

地方創生加速化交付金では「ツール・ド・とちぎ」

の運営支援事業や地域魅力創出事業を実施したと

ころであります。 

  また、地方創生推進交付金では、小山市との連

携による新幹線を軸とした移住・定住広域連携プ

ロモーション事業などを実施しております。 

  次に、⑶の重点施策の進捗状況についてお答え

をいたします。 

  重点施策のキーワード、７つのＫの主な事業の

推進状況としましては、那須塩原市企業立地促進

条例の制定や那須塩原市結婚サポートセンターの

開設・運営、2020年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会のホストタウン登録やオーストリ

ア・オリンピック委員会等との事前キャンプに関

する協定の締結、さらにはシティプロモーション

指針の策定や、なすしおばらファンクラブの設立

などに取り組んでいるところであります。 

  次に、⑷のプレミアム商品券の今後の計画につ

いてでありますが、こちらにつきましては昨日の

山形紀弘議員の市政一般質問でお答えしたとおり

でございます。 

  最後に、⑸の今後、地方創生推進交付金、地方

創生加速化交付金を活用した取り組みの計画があ

るかについての質問にお答えをいたします。 

  現在、地方創生推進交付金を受けて実施してお

ります小山市との連携による新幹線駅を軸とした

移住・定住広域連携プロモーション事業や、栃木

県との連携によります「ツール・ド・とちぎ」の

運営支援事業を引き続き実施するとともに、今後

においても、まち・ひと・しごと創生総合戦略に

掲げた事業について採択要件等を見きわめながら

地方創生関連交付金の活用を図ってまいりたいと

考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、地方創生の

取り組みについて関連していますので一括で再質
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問をさせていただきます。 

  まず、地方創生の推進に関する交付金を活用し

た事業についての検証結果についてお伺いをいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 地方創生交付金を活用し

た事業の検証結果についてのお尋ねでございます。 

  こちらにつきましては、原則といたしまして事

業ごとに各部局で設定しております懇談会あるい

は審議会、その場でもって検証を行っているとい

うことでございまして、今までに実施してきまし

た交付金活用事業については、いただいている評

価としては全て所期の目的を達成しているという

ようなご評価をいただいているということでござ

います。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） ということは、事業目

的、そういうものに関しての検証結果なんですが、

全協のときもいただきましたけれども、おおむね

達成されている、評価をいただいているというこ

となんですが、そのおおむねの感覚的な部分です

よね、どういった形でその専門家の人たちが、専

門家の人たちが余りにも、検証結果を出した割の

回答にしてはちょっと寂しいんじゃないかと受け

ますので、もう少し詳細に説明していただければ

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 企画部としては全ての事

業の実施担当課でないということでございますの

で、総括した中での要は回答を申し上げたという

ことでございますが、その中で企画部が所管して

いる事業なんかについても、具体的には地域魅力

創出事業であったりとか小山市との新幹線駅を活

用した連携プロモーション事業等については我々

の所管ということになりますので、そういう事業

について具体的にいただいたご意見といたしまし

ては、やはり指摘事項はいただいております。 

  例えば、ご紹介申し上げますと、ターゲットの

絞り込みを工夫したらいかがですかとか、あるい

はメディアミックスによるＰＲといったものをし

っかりと波状的にやるべきでないかとか、あるい

は成果の把握というものをしっかりしているんで

すかとかというようなところのご指摘はいただい

ています。 

  そういうご指摘はあるものの、総じて言えば所

期の目的をおおむね達しているというようなとこ

ろでご評価をいただいているんだということでご

理解いただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 部長、痛いところ突か

れていますよね。行政の皆さんの弱いところは営

業とかプロモーションですものね。その辺は真摯

に受けとめて、そういう評価ではありますが、そ

ういったものをカバーしながら引き続き目標達成

のために頑張ってもらいたいと思います。 

  地方創生の推進に関する交付金を活用した事業

についての市民の皆さんの反応ですね、本市とし

てはどのように分析しているのかお伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 市民の皆さんの反応とい

うことでございますが、こちらにつきましては、

市民を対象としたアンケートあるいは直接的な聞

き取りというものをやっていないということでご

ざいますので、総体的には把握していないという

ことではございますが、先ほどお話ししたとおり、

市民の皆さん方の代表が委員になっている外部委
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員会の中で評価をいただいているということでご

ざいまして、その委員会の中で皆さんから多く寄

せられている意見といたしましては、喫緊の課題

であります地方創生の取り組みについては市とし

てもっと尽力すべきじゃないかとか、あるいは積

極的に推進すべきじゃないかといったような励ま

しの声というんですか、そういうものをいただい

ているというのが実情でございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、重点施策の

キーワード、７つのＫの主な事業の進捗状況につ

いての進捗管理についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ７つのＫの事業の進捗状

況ということでございますが、こちらにつきまし

ては、それぞれの部局でそれぞれ所管する事業に

ついて毎年度、事務事業評価というものを行って

いるということでございます。この中で事業効果

の検証のみならず進行管理も行っているというこ

とでございます。全体的には我々としては順調に

事業を推進しているかなというふうに思っている

ところです。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） プログレスコントロー

ル、進捗管理がしっかりできているということで

理解をいたします。 

  地域経済が活性化しないことには雇用は維持で

きません。当然のことですが、仕事がなければ特

に若い人ほど出ていってしまいます。高齢者ばか

りが取り残され社会保障の負担がふえる一方なの

に、住民が減って税収維持もままならない。この

ままでは自治体すら維持できなくなることは当然

です。 

  そこで、３年間続けてきたプレミアム商品券な

どは本市の経済活性化に十分つながったと思いま

すが、本市のプレミアム商品券の評価についてお

伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） プレミアム商品券に

ついての評価でございますが、市民の生活支援、

それから商工業者の事業意欲の向上、消費喚起に

よります地域経済の活性化等に一定の効果があっ

たという評価をしております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 昨日、山形議員の中で、

プレミアム商品券の詳細に関しては十分理解をす

るところでございます。まして、山形議員の場合

はプレミアム商品券を発行する側の実行委員とい

うことでかなり真に迫った部分も聞かれたんでは

ありますが、私は、地方創生という名のもとでプ

レミアム商品券の事業などは本市が思い描く地方

創生のビジネスではないでしょうか、そういった

ところの所感についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 本市が実施いたしま

したこの商品券事業についても、地方創生という

枠組みの中でも一つのビジネスモデルではあると

いうふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） その辺は共通認識いた

すところでございますが、地方創生についての取

り組みとして３年間やってきた成果については十

分に評価をしてもらいたいと思います。 

  しかし、課題もあることは確かです。本市の経

済の活性化に本気で取り組む人たちがいることだ

けは確かです。ビジネスを成功に導くのも失敗に

導くのも人です。退路を断って本気で取り組む人
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がまだこの本市にはいるんです。 

  そこで、総合戦略にはこのようなビジネスモデ

ルはあるかをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 総合戦略の中にビジネス

モデルがあるかというお尋ねでございますので、

こちらは私のほうで総花的なお話ということで答

弁させていただきたいと思います。 

  総合戦略に掲げた例えばですが子育てや交流、

広報などの７つのＫの３つになりますが、こうい

うものの中には、やはり民間の皆さんあるいはＮ

ＰＯ団体と連携しながら取り組んでいる事業とい

うものがたくさんございます。これらはまさに地

域経済を活発にさせるための事業でありますので、

先ほど言われましたビジネスモデルですか、そう

いうものとしての可能性というものは秘めている

んじゃないかなというふうに考えているところで

ございます。 

  今後は、これらの事業あるいは組織といったも

のが自走できるように我々行政側としましては側

面支援を行いながら、そしてビジネスチャンスと

いったものを我々がやはり種をまいて、それを民

間サイドでしっかりと捉えてもらう中で地元の元

気、地域の活性化、経済の活性化というものにつ

なげていければいいのかなというふうに思ってお

ります。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） ３年間事業を行ってき

て本市で約700事業所で使える使い勝手のすばら

しいプレミアム商品券については、関係者が磨き

をかけ商売につなげ、そして本市地元にお金を落

とし自分たちも成長する非常に伸び代の大きいも

のではないでしょうか。利用者も市民ならば参加

事業者も市民です。本市の余りのポテンシャルの

高さに見えてこないことに気がついたんではない

でしょうか。それは、経済活性化に特化した結果、

活動が見やすく、そして市民の皆様にもうまく伝

わったのではないでしょうか。 

  地方創生のためのプレミアム商品券、プレミア

ム商品券といえば那須塩原市、那須塩原市といえ

ばプレミアム商品券、こういうキャッチコピーな

んかはどうなんですかね。基本的には３年間やっ

てきてこのプレミアム商品券は非常に特出をして

いる。そして、当初５億円、６億円ですか、そし

て次の年が４億何千万、今は途中ですけれども恐

らく５億円ぐらいの内需の循環には十分なってい

ると思います。隣の町でやっているように外から

お金を集める、外貨を稼ぐ意味での商品券もあり

ます。しかし、本市としては内需拡大を目的に関

係事業者と関係組合等と連携をしながら、こうい

ったやってきたものに関して、今まで先陣を切っ

て手を挙げました。 

  しかし、その後の結果については、もう地方創

生はトレンドですよ、部長。やっていない自治体

は１カ所もありません。ということは、こういう

特出した事業を、きのうは市長はやる、やらない

の答弁は濁しました。最後に真意は聞きたいとは

思いますが、僕が勘違いしている部分ではどうか

わかりませんけれども、そういうキャッチコピー

なんかもしてこの町を盛り上げる一つの成功事例

であってもらいたいがために、こういうものに関

して、たまたまキャッチコピーとしての意味合い

を出しましたが、どういうふうにそういうところ

に関しての所感を持っているのかお伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 櫻田議員から熱い言葉をかけ

られまして、キャッチコピーといいますか、この
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那須塩原を売り出すためのそういったお話もある

んだと思いますけれども、プレミアム商品券に限

ったことで言えば、きのう山形議員にお話をした

とおりでありますけれども、これの実施に当たっ

ては、那須塩原商工会と西那須野商工会、この２

つの組織が実行委員会組織をつくって努力をいた

だいたということがあるわけであります。 

  スタートの年は全て交付金が市のほうへ入って

きたと、それを全て出したという形になるわけで

すが、２年目、３年目についてはこれは単独の取

り組みということですね。今現在、この３年目の

内容についてはまだ換金率が70％をちょっと下回

っているという状況にあるわけですから、１月31

日までがこの使用期間ということですので、この

結果を踏まえた上で２つの商工会の今までの努力、

そういったものを十分に勘案して、新年度につい

てはどうするかというのは私ども執行部の中で検

討してまいりたいなと思っております。 

  この場で、やる、やらないというふうなお話は

ちょっと差し控えたいなと思います。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 市長に１点だけお伺い

したいんですね。 

  きのう山形議員の答弁の中で、予算の中で精査

をするということでした。それを僕、勘違いして

いるのかもわかりませんけれども、その精査はも

う十二分に実行委員会とか産観も、商工観光課で

も十分わかっていると思うんですね。その精査を

する効果は間違いなく出ているんです。 

  そこのところで、例えば当初予算の484億の中

の大きいか小さいかわかりませんけれども、

5,000万、１億が多い、少ない、それとかお互い

商工会が２つが１つとかという話になりますけれ

ども、それは前から僕言っていますように、僕、

議員になって９年たちます。そうすれば産業観光

ですか、そこの幹事課長が、農務畜産が悪いわけ

ではありませんけれども、那須塩原市の経済をつ

かさどっている商工観光課を幹事課長に上げる、

そういう思いのほかから、じゃ商工会さんどうで

すかとか観光協会さんどうですかという、合併の

エゴとか利害が絡む部分もまずは庁内から整備を

してやって、やっぱり意気込みを見せてもらいた

い。向こうにお願いする割にはまずこっちから姿

勢を見せていってもらえれば、それはおのずと結

果は出てくると思うんです。 

  僕もここで、もちろん出してくれるにこしたこ

とはありませんけれども、大枠、市長としても執

行部の皆さんもこの件に関してのやっぱり、何と

言うんですか、出していてよかった、使っていて

よかったというのはあくまでも執行側じゃなくて

市民の皆様、事業者の皆様、そのユーザーの人た

ちのそういう思いが、僕は一人でもいればそれは

それで十分目標は達成できたんではないかと思い

ますので、これ真意を本当は聞きたいところでは

ありますが、言うとまたまた何か話がずれる可能

性がありますので、この辺にしたいと思いますけ

れども、どうかご計らいをよろしくお願いしたい

と思います。 

  それでは最後にお伺いをしますが、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に掲げた事業について、

採択要件等を見きわめながら地方創生関連交付金

の活用を図っていく上での企画部と各部局の連携

についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 企画部と各部局との連携

についてのお尋ねだと思います。 

  まず、まち・ひと・しごと創生総合戦略といっ

たものに掲げた事業を推進するに当たっては、い

かに交付金を活用していくかといったことが非常
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に重要になるというふうに認識しているところで

ございます。そんなことから、個々の事業単位で

企画のほうの政策課と各担当課において連携を図

りながら、採択に向けたストーリーづくりや事業

内容、事業経費などの検討、調整を常日ごろから

行っているということでございます。 

  今後も、市民益につながる交付金の獲得といっ

たものをしっかりとしながら事業の推進というも

のに努めてまいりたいというふうに思っています。 

○議長（君島一郎議員） 市長。 

○市長（君島 寛） 先ほど櫻田議員から私どもの

役所の組織に関してのお話があったようでござい

ますが、これについては私どもが十分に内容を精

査している、そういった状況がございますので、

お話はお話として伺います。これを実施するかど

うか、これについては我々の判断ということにな

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 本市のまち・ひと・し

ごと創生総合戦略に掲げた事業は単なるムーブメ

ントで終わっては残念です。私たちの大好きな那

須塩原市、私たちの自慢の那須塩原市ですから、

さらなる皆様方の取り組みに期待をし、この項の

質問を終了します。 

  ３、災害用井戸について。 

  平成28年第３回定例会で災害用井戸について一

般質問をさせていただきましたが、地震による断

水などの災害時に個人宅の井戸の提供について、

東京都世田谷区では震災対策用井戸として利用可

能な井戸に関する要綱が制定されるなど、井戸の

活用に向けた積極的な取り組みが進んでいます。

上水道の普及によって一旦はその使命を終えたか

に思われた井戸ではありますが、災害という視点

から現代における井戸の新しい存在意義を見出す

ことができます。 

  そこで、本市の災害用井戸の取り組みについて

以下の点についてお伺いをいたします。 

  ⑴本市の井戸の現状について本市としてはどの

ように把握しているのかをお伺いします。 

  ⑵自主防災活動、共助の一環として、市内にお

ける井戸について災害時に地域の生活用水を確保

するために井戸所有者の同意を得て災害用井戸と

して指定してみてはどうか、本市の所感をお伺い

します。 

  ⑶第２次那須塩原市総合計画基本施策２－１

「災害に対する備えを強化する」の具体的な施策

に「①災害対応力を強化する、②地域の防災力を

高める」とありますが、災害用井戸はこの取り組

みの一助となると思いますが、本市の所感をお伺

いします。 

  ⑷目指すまちの姿である自助・共助・公助のさ

らなる連携が深まり、災害に強いまちづくりが進

み、安全・安心な生活が確保されるための今後の

取り組みについてお伺いをします。 

  ⑸災害防災用井戸の導入に向けた課題と解決策

についてお伺いをします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） ３の災害用井戸について

順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の市内の井戸の現状について本市で

はどのように把握しているかについてお答えをい

たします。 

  市内の井戸につきましては、個人が生活に利用

する井戸のほかに農業であるとか工業用など数多

くございます。井戸の数等につきましては現状で

は把握をしていないというのが実態でございます。 

  次に、⑵から⑷までについて関連がありますの
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で一括してお答えをいたします。 

  災害用井戸の指定につきましては、本市におい

ても災害対応力、地域の防災力を高めることに有

効な制度であると考えておりますので、現在、導

入に向けた要綱の制定作業を行っている状況でご

ざいます。また、導入に当たりましては、自治会

や自主防災組織から各地区の井戸の情報提供をい

ただくなど協力を得ながら進めていきたいと考え

ております。 

  最後に、⑸の災害用井戸の導入に向けて課題と

解決策についてお答えをいたします。 

  災害用井戸の導入に当たりましては、現在想定

している多くの課題はありますが、主な課題とし

ましてはやはり協力をいただく井戸所有者の理解

というものを得ることだと考えておりますので、

この解決策としましては所有者へ制度の趣旨を十

分に説明していくことと考えているところです。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、⑴より⑸ま

では関連をしていますので一括で再質問をさせて

いただきます。 

  黒磯運動場野球場に災害用井戸を設置していた

だき誠にありがとうございます。心より感謝申し

上げます。 

  そこで、黒磯運動場野球場の災害用井戸の進捗

状況についてお伺いします。また、災害用井戸と

しての特徴についてもお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ただいま黒磯運動場野球

場の井戸設置工事の進捗状況についてご質問いた

だきました。現在、進捗状況につきましては、作

成と申しますか掘削、それからポンプの設置がお

おむね完了している状況でございます。今後は配

管を行う予定になってございます。 

  井戸の主な用途としましては、グラウンド内の

散水、それから災害時には災害用の水としまして

くみ上げ、また野球場内のトイレの水洗化の水と

して利用が可能となっているというようなことで

ございます。 

  それから、生活用水としてのくみ上げた水につ

きましてはタンデム式と申しまして、一つの筒の

中に手動で揚げるものと電動で揚げるポンプ、と

それのものが連結されて地中70ｍというところに

入ってございます。災害用のときには電気が使え

ませんので手動で揚げるということで、容量とし

ましてはワンストローク0.5ℓ、500㎖のペットボ

トルが１つですね、それが手動で揚がるというよ

うなことになっております。 

  70ｍ掘削しているところで水質を検査したとこ

ろ飲料に適しているという状況でございますので、

塩素滅菌等しなくてもくみ上げたものは直接飲料

ができるというようなもので特徴があるというこ

とでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 理解をしました。本当

に防災井戸ありがとうございます。 

  それでは、災害用井戸の導入に向けてまず本市

の井戸の現状を把握することが必要不可欠だと思

いますが、まずは広報なすしおばらや本市のホー

ムページ等で募ってみてはどうかお伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 最初の答弁でも申し上げ

ましたように、現在、要綱等も含めた基本的な方

針を進めているところでございますので、基本的

な方針が決定次第、広報紙、市のホームページ等
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を活用しながら市民の方にまず周知していきたい

というふうに考えております。 

  その後、自治会や自主防災会と懇談をする機会

がありますので、その中でまた意見等をいただき

ながら募集していければというふうに考えており

ます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 大震災などの災害時に

は水道などのライフラインが破壊され、市民生活

への大きな影響が予想されます。本市としても、

災害時に生活用水等に困ることがないよう、市内

各所に地域住民の皆様が利用できる井戸の選定を

進める上でも井戸についての調査は必要だと思い

ますが、井戸に関する水質の調査をどのように考

えているのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 繰り返しになりますが、

現在、基本方針を策定中でございますので、実際

に井戸を活用するに当たりましてその水質という

ことでございますが、現在考えているのは、もう

現時点で利用されている井戸、そういったものを

活用したいと考えておりますので、また飲用では

ないと、生活用水ということで考えていますから、

特に細かな水質検査等については現時点では行わ

ない方向で検討しております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、全国各地で

行っている非常災害用井戸認定制度などについて

の所見をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 全国での事例等もあるわ

けでございますが、やはりこういった災害時には

生活用水の確保を行うということで、住民生活の

維持管理を目的として取り組んでいるということ

だと思います。市民優先の考え方のもとに、本市

としましても災害対応力、地域防災力の向上とい

う観点から非常用災害井戸の認定制度というのは

必要であろうというふうには考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、今後、非常

災害用井戸認定制度導入についてのメリットにつ

いてもお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 市民が生活する上では水

というのは欠くことのできないものだというふう

に認識しております。特に災害時に生活用水とし

て活用できることは、衛生面を初めとして災害時

の市民生活を維持するためには大きなメリットが

あるというふうに考えているところであります。 

  また、この認定制度につきましては、いわゆる

共助の視点から、住民の連携、また災害時には欠

くことのできない人とのつながり、そういったも

のを再認識する機会となるのではないかと思って

おります。本市の総合計画の将来像であります

「人がつながり 新しい力が湧きあがるまち 那

須塩原」、これを実践する一例ではないかと、そ

ういうふうな認識を持っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、今後、認定

制度の検討項目であります使用目的、登録要件、

井戸の状況、水質基準及び井戸情報の提供・公開、

水質検査の取り扱い、標識・プレート等の取り扱

い、井戸の利用条件、利用者の遵守事項、登録の

手続、登録の変更、登録の解除、登録機関の認定

などを、自治会や自主防災組織並びに専門事業者

との意見交換会をしてみてはどうか本市の所感を

お伺いします。 
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○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 認定をする際のいろいろ

な検討項目があろうかと思います。ただいま議員

おっしゃられました使用の目的であるとか登録の

要件、それと水質の関係も含めて幾つかの項目が

ありますが、まずは全国の事例なども参考にしな

がら、基本的な事項については市のほうでまず整

理をしていきたいというふうに考えております。 

  繰り返しになりますが、自治会、自主防災会と

の懇談の機会がありますので、そういった機会を

ある意味活用しながらご意見をいただき必要に応

じた修正を図っていき、より活用しやすい内容に

整理していきたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） おおむね検討するとい

う方向で進んでいるのは十分理解できるんですが、

タイムスケジュールについて最後にお伺いをいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 現在、制度導入に向けま

して基本方針の検討の詰めの段階に来ているとこ

ろでございます。その方針も含め実施要綱などを

できれば年内に取りまとめをしたいというふうに

考えておりまして、内容を庁議等で決定いただけ

れば年明けには議員全員協議会の中でご説明をさ

せていただければと思っております。 

  それ以降、プレートの作成であるとか市民への

周知・募集、そういったものを含め認定の方法な

ど十分整理しながら、できれば年度内に運用がで

きればいいかなというふうにスケジュールでは考

えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 野球場にも防災井戸を

つくってもらいました。これからいろんな意味で、

避難所等の生活用水の確保のためにはそういった

意味で、ないところには掘ったりとか、水質検査

をしたり井戸の確認をしたり民間の井戸を使った

りとかといろんな手法あると思いますが、基本的

には備えあれば憂いなしなので、一日も早く地域

への災害用井戸の導入について強く要望し、この

項の質問を終了いたします。 

  最後の質問に入ります。 

  ４、商店街活性化について。 

  シャッター商店街は過疎化が進む現代の地域社

会の象徴です。人口流出、高齢化とともに消費者

のニーズも多様化し、その流れに追いついていけ

ない商店街はどんどん寂れていきます。本市とし

ても、中心市街地の求心力が低下している今、商

店街の活性化は必要不可欠だと思うことから、以

下の点についてお伺いをいたします。 

  ⑴今までにハード、ソフト両面で商店街の活性

化に取り組んだ事業についてお伺いをします。 

  ⑵本市の空き店舗を活用した取り組みについて

お伺いをします。 

  ⑶地域の課題解決には費用と時間が必要です。

人材を雇用し継続的に行うには一定の収益を上げ

る仕組みが重要です。そこで、ＳＩＢ、ソーシャ

ル・インパクト・ボンドを活用する活性化につい

て本市の所感をお伺いします。 

  ⑷空き家の再生で若年移住者の増加を目指して

みてはどうか本市の所感をお伺いします。 

  ⑸今後どのように商店街を支援していくのか本

市の取り組みについてお伺いをします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） ４の商店街活性化に
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つきまして順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の今までにハード、ソフト両面で商

店街の活性化に取り組んだ事業についてでありま

すが、主な事業といたしまして、商店街の街路灯

整備に対する支援や、商工会や市民団体等が実施

いたしますイベントやまちづくり活動への支援を

行ってまいりました。 

  次に、⑵の本市の空き店舗を活用した取り組み

についてでございますが、商店街などの空き店舗

を借りて新規創業する方に対し、月５万円を上限

に家賃の半額を１年間助成いたしますチャレンジ

ショップの支援事業を実施しております。 

  次に、⑶のＳＩＢ、ソーシャル・インパクト・

ボンド活用による活性化についての本市の所感で

ございますが、ＳＩＢは官民連携で社会問題の解

決を目指す新しい手法でありまして、今後の可能

性を期待できるものと考えております。本市商店

街の活性化におきましても、ＳＩＢに合致する事

業者や投資家等条件がそろえば可能性が広がるも

のではあるというふうに考えております。 

  次に、⑷の空き家の再生で若年移住者の増加を

目指してみてはどうか本市の所感についてであり

ますが、平成29年６月に策定した那須塩原市空き

家等対策計画において、空き家バンクを利用して

市内に定住する子育て世代を対象とし、空き家バ

ンク利用子育て世帯転居補助金を設け空き家利用

促進を目指しております。 

  最後に、⑸の今後どのように商店街を支援して

いくのか本市の取り組みについてでありますが、

今後におきましても、イベントや施設整備等への

支援を継続するとともに商工会や商店会等の関係

団体と連携をし、商店街の魅力向上を図ってまい

りたいと考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、まず最初に

本市としては商店街をどのように捉えているのか

お伺いをします。また、まちの閉塞感についても

所見をお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 商店街でございます

が、個々の商店等が連なり、あるいは集まって多

様な交流やにぎわいを創出している場所でありま

すので、まちの活力の観点からも非常に重要な場

所と捉えております。 

  まちの閉塞感ということでございますが、本市

全域、それから本市の商店街に関しましては閉塞

感というふうな捉え方は余り持っておりません。

ただ、空き店舗の増加、それから人通りの少なさ、

そういったもので閉塞感というような感覚を覚え

る方がいらっしゃるのかもしれないというふうに

は思っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、本市として

は商店街の活性化をどのように考えているのかお

伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 商店街の活性化の捉

え方ということでございますが、商店街について

は市民生活の利便性の向上、それから市の魅力、

そういうものにつながるものであるというふうに

考えておりますので、商店街、それから各店舗は

もちろんのこと、市、商工会との関係団体等が連

携をして取り組んでいく必要があるものというふ

うに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 本市の所感というか商

店街についての考え方がわかりました。 

  それでは、商店街の活性化については関連をし
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ていますので一括で再質問をさせていただきます。 

  地方都市の商店街と聞いてすぐに思い出すのが、

空き店舗が目立つ、いわゆるシャッター商店街で

す。商店街が寂れる現状を考えると今までに解決

策はなかったのか、本市としての取り組みについ

てお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 今までの取り組みに

ついてでありますが、本市では空き店舗を活用い

たしましたチャレンジショップ事業や、商工会と

連携して経営者、後継者を対象といたしまして実

施した研修会、創業支援塾の開催、こんなものを

行ってきたほか、商工会や商店街、それから市民

団体等が実施する活性化活動、イベント等を含ん

だ、そういったものの支援を行ってまいりました。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、商店街の活

性化のために商工会等の関連機関との意見交換会

などはできているのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 商工会を初めとする

関係機関との意見交換ということでございますが、

商店街活性化、それから町なかのにぎわいづくり、

空き店舗対策等、さまざまな事業実施に当たって

各団体等との意見交換を行いながら進めていると

いうところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは、商工会や市

民団体等が実施するイベントで市が支援している

イベントの成果などについてしっかり検証をして

いるのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 市が支援をしている、

補助金等を交付しているというようなイベントに

つきましては、事業終了後、実績報告書、それか

ら来場者アンケート、そういったものをいただい

て検証を行っております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） それでは次に、商店主

と行政のかかわり方についてお伺いをします。ざ

っくりでいいですからお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 商店主、商店の方と

行政のかかわりでございますが、直接、商店主の

方と行政が意見交換をする会議等というのは実際

になかなかないのかなと。ただ、商工会、それか

ら関係団体との意見交換、そういった場を通して

直接ご意見等をいただくというようなことはござ

います。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 了解をいたしました。 

  それでは、本市が行っているチャレンジショッ

プ事業の成果についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） チャレンジショップ

事業につきましては、創業にかかる初期の費用軽

減を図るため、昨年度から家賃補助という形で実

施をしております。件数としましては昨年度が４

件、それから今年度につきましても現時点で４件

の補助決定をしておりまして、町なかのにぎわり

づくりや空き店舗の解消の一助となっているとい

うふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 空き店舗対策事業、チ

ャレンジショップの成果をさらに向上させるため
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には、個人ひとりでの起業のみではなく、空き店

舗を複数でシェアして起業するケースも対象とす

ることを提案しますが、本市の考え方をお伺いし

ます。 

  なぜかというと、全国で割とチャレンジショッ

プをやっているんですが、行政の支援が打ち切ら

れるとそれでやめるというような事例がたくさん

発生しますので、そういうことに関しての打開策

ではないですけれども、そういったことに関して

本市の考えをお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） ご提案のように複数

でということも考えられるのかなというふうに思

っております。当然、１つの施策、１と決めたか

らそのままということではございません。制度の

目的等を十分勘案した上で、より使い勝手のよい

制度としていくということには変わりがございま

せん。 

  なお、本市において昨年起業した方、補助金が

なくなっても今も続けているというような例もご

ざいます。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 僕、黒磯出身なので一

例なんですが、黒磯地区にも昔は商店街としてに

ぎわっていたところがありました。しかし、現在

は板室街道沿いのＳＨＯＺＯさんの周りは非常に

にぎわっていますが、本市としてはそういった事

例をどのように分析しているのかお伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） あの通り周辺ですね、

古い建物を改修し魅力ある店舗にし、さらに幾つ

かそういった店舗を連ねています。ストリートと

いうような形になったわけですが、どのように捉

えているかというふうなお話になりますと、町な

かのにぎわいを創出し、お客さんが市内はもちろ

ん遠方からもいらっしゃっているということでご

ざいますので、一つの成功のモデルだというふう

に考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 商店街の再生には、イ

ベントの継続ですとか空き店舗の利活用って誰で

も多分思うことだと思うんですね。そこで最後に

ですが、商店街の再生には顧客数をふやすことが

まず重要ではないでしょうか。商店街の状況を踏

まえた上での本市の役割について最後にお伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 商店街の顧客数とい

うことでございますが、商店街を形成いたします

最も重要な要素はやはり各店舗だというふうに思

います。そういったことから、市としてはお店の

方、それから商工会等の関係機関、そういった方

と連携して取り組みを進めていくということであ

ろうと考えております。 

○議長（君島一郎議員） 15番、櫻田貴久議員。 

○１５番（櫻田貴久議員） 商店街の衰退した理由

を正しく認識した上で、今後、商店街の再生には、

身近に成功している例を参考にしてもう一度商店

主と行政側が改めて消費者ニーズに気づき、消費

者ニーズに対応し、利用者が必要と願う商店街に

限定し、再生策は利用者がつくる理念と方法を提

案します。例えば黒磯駅前などは、駅を利用する

高校生からの意見などを参考にし高校生が楽しく

集う商店街にしてみてはどうか。また、本市のナ

イトタイムエコノミーにも注目をし、日夜を問わ

ず商店街の再生に向けた取り組みについて商工会



－144－ 

などと密に連携をし取り組んでもらいたいと思い

ます。 

  売上高イコール顧客数掛ける顧客単価、商店街

の再生には衰退した商店街の顧客をふやすことし

かありません。大型店とコンビニと差別化ができ

る個人店に最適な戦略を見出し、具体的に商店主

と行政がもう一度検討してもらいたく強く要望を

いたします。黒磯での商店街の再生が成功につな

がれば、成功事例を嗅ぎつけて全国の商店街から

視察に来ることは間違いないです。黒磯の商店街

の奇跡を期待し、私の市政一般質問を終了します。

ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で15番、櫻田貴久議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 相 馬   剛 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 議席番号10番、那須塩

原クラブ、相馬剛です。 

  通告に従いまして市政一般質問を行います。 

  １、食育について。 

  食育は生きる上での基本であって、知育・徳

育・体育の基礎となるべきものであり、健康で文

化的な市民の生活と豊かで活力ある社会を実現す

るために積極的に取り組むべきと考えます。 

  栃木県では、とちぎ食育元気プラン2020という

平成28年度から33年度までの５カ年計画で進めら

れており、その趣旨は「食に対する感謝の気持ち

を深め、心身の健康と豊かな人間性を育む」こと

としており、食をめぐる環境の変化などに対応し

た食育の推進を図っています。 

  そこで、本市の食育の取り組みについて以下の

質問をいたします。 

  ⑴食育基本法第18条による本市の食育推進基本

計画について、その策定時期と地域性の特色を伺

います。 

  ⑵本市の食育のあり方に対する基本的な考えを

伺います。 

  ⑶学校教育での食育の取り組みについて伺いま

す。 

  ⑷学校以外での食育の取り組みについて伺いま

す。 

  ⑸食育の推進に当たり現状と課題を伺います。 

  ⑹今後さらに積極的に取り組む考えはあるか伺

います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員の質問

に対し答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 私から１の食育につ

いての⑴と⑵及び⑷から⑹につきましてお答えを

いたします。 

  初めに、⑴の本市の食育推進基本計画の策定時

期と地域性の特色についてでありますが、本市で

は平成20年３月に平成23年度までを計画期間とす

る食育推進計画を策定しておりまして、特色とい

たしましては、親子に対する食育の推進や生乳生

産量本州一を踏まえた取り組みを掲げております。 

  なお、当該計画につきましては、平成24年度以

降更新がなされていないことから、今後時期を見、

更新を検討してまいりたいと考えております。 

  次に、⑵の食育のあり方に対する基本的な考え

方についてでございますが、食への感謝の気持ち

の醸成とライフステージに応じた栄養摂取のため

の適切な食の実践方法の推進が食育の基本になる

と考えております。 

  続きまして、⑷の学校以外での食育の取り組み

についてお答えをいたします。 
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  学校以外の取り組みとしまして、保育園では保

育計画及び給食を通して園児が食べることの楽し

さや大切さを学ぶ取り組みを行っているほか、健

康増進課において全世代を対象に、ライフステー

ジに応じた健康づくりや生活習慣病の予防のため

の栄養バランスを重視した食のとり方の推進に努

めております。 

  またこのほか、幼児期からお米の大切さの理解

促進を図るため、はじめてのふるさとごはん事業

を実施しているところでございます。 

  次に、⑸の食育の推進に当たっての現状と課題

及び⑹の今後さらに積極的に取り組む考えはある

かとのご質問についてでありますが、関連があり

ますので一括してお答えいたします。 

  食育という言葉が広く一般に認知されてきた一

方、依然として若い世代で朝食がとられなかった

り壮年期で生活習慣病が増加傾向にあったりする

ことから、食育の取り組みの実践に対する意識の

醸成をいかに図っていくかが課題であると考えて

おります。 

  市としましては、今後取り組みの実践がなされ

市民がより健康で心豊かに生活が送れるよう、引

き続き食育を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 私のほうからは⑶の学校

教育での食育の取り組みにつきましてお答えをさ

せていただきます。 

  食に関する指導は学校教育活動全体を通して行

っておりまして、各学校における食に関する指導

の全体計画をもとに指導を行っているというよう

な状況にございます。 

  具体的には、学校給食を生きた教材といたしま

して活用した給食指導や、保健体育や家庭科の教

科指導におけます食育を視点とした指導などがご

ざいます。中には、総合的な学習の時間において

食育をテーマにして調べ学習を行い地域と連携し

ている学校や、親子料理教室などを通して地場産

の野菜についての理解あるいは生産者との交流を

通した食育の実践をしている学校などもございま

す。 

  また、全校、全学年におきまして栄養教諭によ

ります食に関する授業を行って発達の段階に応じ

た指導を行っているというような現状にございま

す。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。午後１時、会議を

再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは再質問をさせ

ていただきますが、すみません、まず⑹番のちょ

っと確認をさせていただきたいと思います。 

  ⑹番の質問については、さらに積極的に取り組

む考えはあるかということに対しまして引き続き

推進してまいりたいというようなご答弁だったん

ですが、これは積極的に取り組むというふうにと

ってスタートしたらいいのか、それとも今までど

おりですというふうに考えてスタートしたらいい

かご答弁願いたいと思いますが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 食育についてはこれ

までも取り組んできているところでございまして、
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引き続き食育については市としても推進してまい

りたいというお答えでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そんたくというところ

ですね。わかりました。 

  それでは、⑴から順に再質問をさせていただき

ます。 

  まず、食育推進計画は策定しているが平成24年

度以降更新されていないということでございます

が、更新されなかった理由についてお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 正直、これが理由で

す。必要性の問題とかという話ではございません。 

  食育推進基本計画につきましては非常に幅広い

計画でございまして、それぞれの施策の展開に関

しましてはその都度、総合計画、それから実施計

画、それぞれの分野が内容的には取り組んでいる

というのがまず前提で、その更新時期になぜ更新

をされなかったかというのは正直ちょっとわから

ないところがある。 

  想像でいきますと、私が今申し上げましたよう

に実際の施策としてはやっている、それを結びつ

けて体系的に計画とするという作業がそこで省か

れたということはあるのかなというふうに考えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、今後その更

新については現時点で必要性があるとお考えだと

いうことでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 大分時間も経過して

おりますし、食育という広い言葉の中で状況も変

わっております。さらに、当時入っていない概念

なんかも入れ込む必要があるんではないかという

ふうに今考えております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） その時期を見てという

のは来年ぐらいから検討するという認識でよろし

いでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 先ほども申し上げま

したように大変幅の広い、とり方によっては役所

の内部だけでは済まないというような計画になろ

うかと思いますので、内部的な検討については時

間を置かずに始める必要があるんだろうなという

ふうに考えています。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 続きまして⑵の再質問

でございますが、食育の考え方でございますが、

食への感謝の醸成、栄養の摂取、適切な食の実践

が基本ということでございますが、これらに対し

まして市が推進する責務というのはどのようにお

考えでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 食育基本法という法

律の中で市町村の食育推進計画については努力義

務というような形がございます。 

  ただ、それについては計画をつくること自体が

努力義務であって、市民の健康、それから先ほど

答弁で申し上げましたように食への感謝の気持ち

であったり、ライフステージに応じた栄養摂取の

ための適切な食の実践というものは市民が本市に

おいて安全に快適に安心して暮らせるための必要

なことであるということになりますと、市として

の責務というのは十分認識しなければならないと

いうふうに思います。 
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○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 多くの市で食育推進条

例というものが制定されておりますが、大体、市

の責務としましては、食育の推進のための施策、

総合的な施策とその実施、市民への普及啓発、食

育に対する財政措置というのが市の責務というふ

うに、多くの自治体がそういった条例を制定して

おります。 

  続きまして、食育について市民の役割というの

はどのように考えておられますでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 市民の役割でござい

ますが、実際にまずは実践の主体は市民でござい

ます。幾ら立派な計画、それからお話を伺うとい

うようなことがありましても実践に結びつかなけ

ればならない。そういう中で、個人もそうですが

家庭、それから学校、地域、そういう単位におい

て生涯にわたって健全な食生活の実現に努めてい

ただくにはやはり主体となっていただかなければ

ならないし、それがみずからのためであるという

ふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、食を扱う事

業者の役割というのはどういったこととお考えで

しょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 事業者の役割、実際

に計画を策定あるいは議員がさっきおっしゃいま

した条例等を見ると、必ずそこに明記されると。

本市においては現段階では未作成という段階では

ありますが、今考えられるところでは、まずはや

はり安全安心な農産物の生産であったり食品の提

供であったり、そこら辺がまずは出てくるんでは

ないかというふうに考えます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 続きまして、食の生産

者の役割というのは市ではどのようにお考えでし

ょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 申しわけございませ

ん。ちょっと先走ったような形で、今、生産者と

いうことも含めて事業者という中でお答えをいた

しました。 

  農産物に関しては、当然安全安心、それから昨

日の田村議員のご質問にもありましたように、ど

ういう過程、どういう経過を経てその農産物がで

き上がるかというところまで考えなければならな

いんだろうなと思いますし、農産物以外の生産者

においても、今さまざまな問題等がテレビ、新聞

等でも報道されておりますが、本当に心を込めて

安全なものを提供していただくというようなこと

であろうと思います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、保健医療機

関の役割というのはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 保健医療機関の役

割ということでございますが、私どものほうも健

康づくりに関する医療機関のお医者さんであった

り等々の関係機関団体の方に参加いただいている

協議会というものを持ってございます。 

  そんな中で、やはり主体は市民の方々ですけれ

ども、それを応援する形の関係機関団体がどのよ

うな施策をとっていくかということでかかわって

いくのが医療保健機関の役割だと思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 
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○１０番（相馬 剛議員） 続きまして、ライフス

テージに応じた栄養の摂取ということでございま

すが、食育についてライフステージというのはど

ういうふうに分類をされているんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） ライフステージと

いう言葉なんですけれども、ちょうど今、健康い

きいき21プラン「市民元気化計画」というのをう

ちのほうでスタートさせていただいているところ

なんですが、そこでライフステージという言葉を

使わせていただきまして、一応全世代というとこ

ろで赤ちゃんから高齢者の方までという形で使わ

せていただいておりまして、目標が幾つかあって、

その中で高齢者と子どもという形の分け方もござ

いますが、一応ライフステージということはそう

いう形で捉えていただければと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 本市と姉妹都市の新座

市で食育推進計画基本計画の中では、ゼロ歳から

５歳が１、それから２が６歳から12歳、３が13歳

から15歳、４が16歳から18歳、５が19歳から39歳、

６が40歳から64歳、７が65歳以上というふうに７

段階のライフステージに合わせた食育を推進する

というような計画になっていたかと思うんですが、

こうした考え方は本市ではいかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 食育の計画をこれか

ら策定する中で特に栄養的なもの、健康づくりと

いうような視点で見ますと、やはり年齢をある程

度区切った中で施策を詰めていく必要があるんだ

ろうというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解いたしました。 

  続きまして、⑶の学校での取り組みでございま

すが、学校教育の中でこの食育についてはさまざ

まな、そして数多くの事業が行われているという

ことは私も理解しておるところでございますが、

２つの例を挙げましてその学校での食育の考え方

について再度確認したいと思います。 

  まず、中学校で運動部に所属している生徒は朝

練があります。大体６時から６時半に朝食を食べ

まして、次が給食です。そして、放課後、部活動

が終わってから家に帰って７時から８時に夕食を

とるということになります。 

  現在、高校の運動部なんかでは朝練が終わった

後、大体、物を食べます。放課後、練習をする前

に再度食事をとります。大体１日５食ぐらいをと

って運動をやっているという状況でございますが、

中学校では給食以外に物を食べるのは禁止されて

おります。ある運動部で保護者が毎日のように部

活動前におにぎりなんかを差し入れしておりまし

たが、それはやめてほしいというようなことを言

われた事例もございます。 

  現在では、中学３年生になりますとやっぱり身

長180㎝を超える生徒も結構おられます。高校生

並みの体をしている子もおりますが、朝６時に食

べて夜７時から８時に食べる間に、現在の給食だ

けで中学生の栄養が十分だというふうにお考えな

のかどうか。 

  実は、ほとんどの運動部の子に何人かにも聞き

ましたが、１時間目、２時間目あたりでもうおな

かがすくというような話も聞いておるところでご

ざいますので、空腹を我慢させるということにつ

いて食への感謝の醸成ということになるのかどう

なのかというところがありますが、学校のそうし

た給食以外のものの食を禁止しているということ

について考えをお伺いしたいというふうに思いま
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す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 今のお話でございます。 

  食育に絡む部分とそれから部活動のあり方に起

因する部分と問題が絡んでいるんではないのかな

というふうに思いますので、部活に絡む部分につ

きましては、今後、教員の働き方改革の部分でも

考えていかなきゃならない部分でございます。で

すので、朝練はちょっと今回の問題とはずれてし

まうわけですけれども、今後、スポーツ科学的合

理性のもとに、どういうようなあり方が望ましい

のかという中でしっかりと検討していきたいなと

いうふうに思っておるところでございます。 

  また、中学校の給食につきましては、適正なカ

ロリーを計算した上で給食のメニューを考えて提

供しているわけでありますので、個別のその状態

に合わせる、提供というのはこれは難しいわけで

ございます。 

  また、学校におきましてどういうふうな指導か

という部分、ここの部分について私どもで言及す

るわけにはいきませんが、基本的には小学校、中

学校におきましては、学習に必要なもの以外のも

のは持ってこないというようなことが前提に学校

教育活動が行われていると思っておりますので、

さまざまな中から今、議員がおっしゃられたよう

なことが判断されているんだろうなというふうに

理解しております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 実はスポーツ栄養学と

いうような講習会もスポーツ少年団の講習会等で

も行われておりまして、食のとり方というのはこ

ういうふうにとるのが理想ですよということはも

ちろん先生もご存じなんだろうというふうに思い

ますが、学校のシステム上、現時点ではちょっと

無理だというようなことを私も聞いております。 

  もう１点、小学校でございますが、小学校では

給食を全部食べ終わるまで昼休みにならないとい

うところもございます。当然残してはいかんとい

うことなんだろうと思うんですが、そのために、

朝食をとらないで学校に行けば給食を全部食べら

れるので食べないんですよというような、これ非

常に少数のお話なんだろうというふうには思いま

すが、実態としてはございます。 

  私は、個人的には給食を全部食べるまで昼休み

にしないというそうした取り組みは理解できると

ころではございますが、食事の適正な量というの

は個人差があるんだろうというところを認めた上

でそうした取り組みを考えていただきたいという

ふうに思うところでございますが、食育の観点と

いうところからこういうことに関する市の所見を

お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 給食は、確かに学校教育

活動の中で一番食育を進めるに当たって大事な場

面だろうというふうに思っております。ただ、そ

れが一部、ちょっと違った観点で行われてしまう

ような場面がよく報道されることは大変残念だと

いうふうに思っています。 

  議員おっしゃるとおり、子どもたち一人一人そ

の量も違いますので、まずはやっぱり楽しく適量

をとるというようなことがとても大切なことでは

ないのかなというふうに思っておりますので、今

後とも本市におきましては、学校給食において適

切な給食指導が実施されるように校長会等の席で

校長先生方と十分協調を図っていきたいと思って

おります。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） よろしくお願いしたい
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と思います。 

  校長先生なんかにも聞いたことがありますが、

実は食べさせたいという先生もおられます、中学

校の先生ですね。どうしてもけがが多い。例えば

朝練の後、食べさせると、理想は１時間に１回ぐ

らい例えばスポーツドリンクみたいなものを飲む

とインフルエンザの感染率が落ちるとかというお

話もあったり、それから部活動前におにぎり１個

でも食べると非常にけがをする率が減るといった

ようなことはわかっていらっしゃるんですけれど

も、なかなかそれができないんだよというような

お話も聞いていたりもしますので、その辺は教育

委員会、それから校長会等でもう一度ご相談いた

だきたいというふうに思います。 

  私、中学生の野球のチームを率いて、毎年、県

外に出かけることがございますが、その旅館の方

に毎年、栃木のチームは食べませんねというふう

に言われます。朝ご飯、各チーム余計におひつ２

つぐらいおかわりようのおひつが出てくるんです

が、うちのチーム、中学３年生のみで行くんです

が、中学３年生でもおかわりを誰もしないという

ことで、おかず等を見ても半分以上残っている子

が結構いるので朝やっぱり食べないんだなと、今

の中学生はというふうに感じます。 

  じゃほかの県のチームはどうなのかというふう

に聞きましたら、ごらんのとおり全部食べていま

すといって、隣に並んでいる食卓を見ますとほぼ

きれいに食べているというのが現状でございます。 

  私が強制的に食べろというふうに言っていない

というところもあるのかもしれませんが、できれ

ば、私がこう言ってもなかなかそうはいかないと

いうところはわかりますが、何とか食育について

はそういったことでぜひ取り組んでいただきたい

というふうに思います。 

  続いて⑷でございますが、就学前の子どもたち

への食育についてはどのような事業があるかお伺

いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 私のほうからはい

わゆる乳幼児の時期の食育ということでお答えさ

せていただきます。 

  一応乳幼児の時期には健診がいろんな時期にご

ざいまして、そのときにお母様方、保護者の方た

ちですね、その方へ離乳食についてとか時期がち

ょっとたつとおやつについてとか、そういった形

の内容の指導をグループワークなんかを入れなが

らやらせていただいております。特に３歳児健診

の場合は、お子さんもある程度大きくなられてい

るので、こちら職員のほうの話とかがよくわかる

ということで、ちょっと工夫を凝らした食育の機

会を設けているというふうに聞いてございます。 

  それから次は保育園、よろしくお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） では、私のほうか

らは主に保育園のほうの食育というところの視点

でご答弁させていただきたいと思います。 

  先ほどの答弁で申し上げましたように、保育園

におきましては国で定めております保育所保育指

針というのがございまして、その中に食育の推進

という項目がございます。 

  まずは、子どもが意欲を持って食にかかわり楽

しく食べるというのが大前提でございまして、年

齢別に乳児から幼児からございますので、それぞ

れの年齢に合った、例えばゼロ歳児ですとミルク

の子もいますし離乳食の子もいますので、それぞ

れ一人一人の子どもに合った食事の計画を立てた

上で、基本的には楽しく食べる、あとはその食を

提供してくれた方々に感謝の気持ちを持って食事

ができるというところを大きな目標として活動は
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しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  一つお伺いしたいんですが、親子食育教室とい

うものが公民館や長寿センター等で行われておる

と思いますが、来年１月にもある予定でございま

すが、この事業内容等をちょっとお伺いできれば

と思うんですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 今、議員がおっし

ゃった親子食育教室ですね。ちょっと私ども手元

のほうには資料がないんですけれども、一応うち

のほうでも食生活改善推進委員さんというボラン

ティアでやっていただいている方がいらっしゃる

んですけれども、その方たちが自主的に地域に入

って、公民館であったり、生きがいサロンであっ

たり、あとは事業者さんであったりとか、そんな

ところから依頼があったり、こちらから働きかけ

たりをしながらいろんな活動をしているというと

ころなので、その中の一つの事業ではないかなと

理解しているところなんですが、明確に答えられ

なくて申しわけございません。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、今言わ

れましたのは食生活改善推進協議会ということな

のかなと思うんですが、これはいわゆる食育基本

法第33条で定めている食育推進会議というものと

は全く違うもの、民間の団体だというふうに理解

してよろしんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 今のご答弁させて

いただく前に、先ほどの親子食育教室、手持ちの

資料ではっきり確認ができましたので、やはり食

生活改善推進委員のみずから行っている活動の中

の一つにございました。学童期のお子さんと、そ

の名前を使ってございます。そのほかにも乳幼児

期にやったりとか、いろいろ工夫を凝らして推進

委員さんの方たちが活動を展開しているところで

す。 

  今おっしゃった法に基づく推進協議会とは違う

ものなのかというところなんですけれども、違う

ものでございます。一応こちらも私もちょっと前

に本を読んだときにそういった活動をするものの

規定が何か条文であったような気がするんですけ

れども、うちのほうでこの食生活改善推進委員さ

んの活動していただくのに研修会等をしましてそ

れで養成というか、その活動に入る前の研修をし

てから地域等に入っていただいたり、私どものほ

うでやっている健診等でも参加いただいて参加さ

れるお母さん方等にＰＲ、周知していただくとい

うことをやっていただいております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、その食

生活改善推進協議会というのは、実は昨年度、食

育推進ボランティア表彰というのを受賞されてお

りますが、その活動内容等、そういったものは市

ではまだはっきりは把握されていないということ

でよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） ちょっと私の勉強

不足で、今そういった上部組織があるということ

であれば、うちのほうも、市レベルなのかちょっ

とわからないところでございますが、一応、同じ

食生活改善推進委員さんの流れの中の協議会なの

かなというふうに、ちょっと私の今の現時点では
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不勉強で申しわけございませんが、よろしくお願

いします。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） わかりました。 

  それでは、市としましては成人の市民の方への

食育についてはどのような事業がありますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 成人の方たちへの

事業ということなんですけれども、まず健診をや

っていく中で、そこでやはり食生活改善推進委員

さんのご協力を得まして減塩であったりとか食事

のバランスであったりとかの普及啓発活動を行っ

ていただいたり、あとは改めて健診の結果を相談

させていただく機会があるんですけれども、その

ときにやはり管理栄養士等が入って相談を受ける

とか、そういった活動をしてございます。 

  幾つかほかにもございますが、あとはこの間も

なしお博、通称ですね、そこでもやったんですけ

れども、食に関する講演会等を広く市民の方向け

に行うとか、あとは産業文化祭とかいろんなイベ

ントの機会を捉えてやはり食にかかわるＰＲとい

うか啓発等をさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  多くの自治体が食育推進条例というものを推進

しております。その中に地産地消の推進という概

念が含まれているというふうなことが非常に多い

のでございますが、本市では食育と地産地消とい

うものは結びつくのかどうかご答弁いただきたい

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 本市においても関連

するものであるというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  それでは、先ほど引き続き食育の推進はしてい

くというようなご答弁でございましたが、本年度、

平成29年度予算に食育推進に当たっての予算はど

のぐらいであったか各部局でおわかりになります

でしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） まさに食育の捉え方

の難しさといいますか、食育という項目の固まり、

予算立てというのがございません。各部局、議員

がおっしゃるとおりそれぞれに展開をしていると

いうのが形でございまして、例えば私どもの産業

観光部で申し上げますと、大きなところでははじ

めてのふるさとごはん事業、約1,100万ほどです

か、そんなものが代表的なものでございます。そ

のほか、細かなものでは学校農園の事業等がござ

います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解いたしました。こ

れまでご答弁いただきましたように、この食育の

取り組みにつきましては多くの課でさまざまな広

い分野で取り組まなくてはならないというような

ことでございますが、現状、各部局において相当

さまざまな事業、それから実施はされているんだ

ろうというふうに思います。 

  そうした中で、本市においてもその計画を今後

更新されるという予定があるということでござい

ましたが、いわゆる食育推進条例を制定するとい

うお考えはないでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 条例の制定について
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ということでございますが、条例の制定について

はやはり行政だけの盛り上がりで果たしてつくっ

ていいのか、もう少し広がりを持たせたほうがい

いのか、さらにどこまでの条例にするのか。先進

事例等たくさんありますので、この辺まででいい

よという判断は簡単なんだと思うんですが、本市

の実態に合わせた中でどういうふうなものにする

かもう少し研究が必要なんだろうなというふうに

思います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） これまでの質問の内容

でございますが、これも姉妹都市であります滑川

市の食育推進条例に沿った形で質問をさせていた

だきました。食育の実践に対する意識の醸成が課

題だというふうに先ほど最初の答弁でいただきま

した。条例を制定することによって市の役割、市

民の役割、生産者の役割、食を取り扱う事業者の

役割、さらには保健医療機関の役割等々を明確に

することにして、市民がより健康で心豊かな生活

を送ることができるよう食育推進計画の策定と推

進条例の制定を要望しまして、この項の質問は終

わります。 

  ２、道路行政について。 

  本市の道路整備について、ことし３月、第２次

那須塩原市道路整備基本計画が策定され、現在、

その前期計画の事業が開始されたところと理解し

ております。 

  計画の基本テーマは「安心安全で持続可能な地

域社会の形成を支える道づくり」としており、４

つの基本方針のもと、計画前期の事業で34路線の

整備、後期の事業で15路線の整備を対象としてお

ります。これらの路線の中に、平成26年12月に変

更されました新市建設計画に主要道路網整備に想

定された路線が含まれていない路線があります。

また、道路整備については市民からの要望が多く

聞かれることから、以下の質問をいたします。 

  ⑴新市建設計画主要道路網整備の事業で洞島青

木線、金沢中横林線の整備について伺います。 

  ⑵新市建設計画の骨格道路網で見る広域環状道

路のイメージについて現在の考えを伺います。 

  ⑶過去10年間に市民から出された整備要望の路

線数と箇所数、それに対する整備状況を伺います。 

  ⑷生活道路整備の基本方針を伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員の質問

に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 相馬議員の道路行政について

の質問に順次お答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の新市建設計画で主要道路網整備の

事業で洞島青木線、金沢中横林線の整備について

お答えをいたします。 

  ご質問のこの２路線につきましては、第２次那

須塩原市道路整備基本計画において路線名を変更

し、整備路線として位置づけをしているところで

あります。 

  次に、⑵の新市建設計画の骨格道路網で見る広

域環状道路のイメージについての現在の考え方に

ついてお答えをいたします。 

  新市建設計画における骨格道路網イメージは、

各拠点間を連絡する道路と広域環状道路の整備に

より主要道路網を整備することを目指すものであ

りまして、現在においてもその考え方に変更はご

ざいません。 

  次に、⑶の過去10年間に市民から出された整備

要望の路線数と箇所数、それに対する整備状況に

ついてお答えをいたします。 

  道路行政に対する各種要望について同一路線で

複数の要望箇所がある場合もあり、路線数は把握

はしておりません。 
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  箇所数につきましては、記録に残っている平成

22年度からの文書による整備等の要望件数が354

カ所で、そのうち204カ所、57.6％が対応済みと

なっております。 

  また、記録に残っている過去３カ年の電話、口

頭による要望件数は3,182カ所で、そのうち2,892

カ所、90.9％が対応済みとなっております。 

  最後に、⑷の生活道路整備の基本的方針につい

てお答えをいたします。 

  第２次那須塩原市道路整備基本計画において、

「安全で便利なまちづくりを支える道づくり」を

生活道路整備の基本的方針としてうたっていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは⑴から順に再

質問いたします。 

  まず、洞島青木線、金沢中横林線については名

称を変えてというようなことでございますが、現

在どういう名称で計画になっているんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） お答えいたします。 

  まず、金沢中横林線でございますが、この名称

自体が、実はこの路線のルートがなくて現道がな

い道路なんですね。なものですから、市道の名称

がついていなかったわけなんです。そのために新

市建設計画においては便宜上、金沢中横林線とい

う名前をつけていたということであります。 

  新市建設計画では洞島青木線と金沢中横林線を

結んでやるというようなお話になっていたわけで

すけれども、現在、第２次道路整備基本計画にお

きましては、洞島青木線という名前も全部、今言

った２本の路線を１本にまとめまして、今使って

いる名称は洞島横林線という名称で計画をさせて

いただいております。ということでよろしいです

か。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、名称を

変更して計画には入っているというようなご答弁

でございましたが、洞島横林線というのは整備予

定距離が3,400ｍ、いわゆる3.4㎞でございます。

この3.4㎞で洞島から当初予定していた金沢まで

届くんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 議員おっしゃるとおり、

今、第２次道路整備基本計画にのせております洞

島横林線は3.4㎞でございます。新市建設計画に

のせていた路線全体としましては大変長い路線で

ございまして、まず前にのせていた洞島青木線の

部分ですね、この部分は8.9㎞ございます。旧仮

称の金沢横林線につきましては6.8㎞ということ

で、全体計画では15.7㎞という非常に長い道路に

なってしまいます。 

  今回の第２次道路整備基本計画の後期にのせて

いるのは、その中でも場所を区切りまして、東那

須野高林線から関谷横林線までの3.4㎞を計画に

のせさせていただいているということでございま

す。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは⑵の質問にな

りますが、そうすると現状で広域環状道路のイメ

ージはそのままですというようなご答弁でござい

ましたが、現実に金沢中横林線がもしなかったと

しますとこの環状道路のイメージには実はなって

こないということになるんでしょうが、後期計画

にもそこの部分については入っていないというこ

とでございますが、先ほど最初の答弁では計画に

は入っているというふうな答弁だったんですが、
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実際にはそうすると横林から金沢までは計画には

入っていないということでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 計画自体はなくなってい

るわけではございませんで、第２次道路整備基本

計画自体がアクションプランでございまして、そ

の中の具体的にスタートできる計画を3.4㎞とし

ているわけで、将来的にはそのまま今のところ変

更なく考えているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） わかりました。平成24

年の市政懇談会でも恐らくほぼ同様の回答があっ

たと思いますが、現時点で５年たっていますが、

内容自体は変わっていないというふうなことなん

だろうというふうに思います。 

  第２次総合計画の基本施策４－５の道路の利便

性というところで、現状は東西をアクセスする道

路の不足が課題というふうにされております。と

いうことでございますので、この広域環状道路を

念頭に置いた整備を進めていただきたいというふ

うに思います。 

  ⑶についての再質問でございますが、文書によ

る要望が354カ所というようなことでございまし

たが、一番要望の多い内容というのはどういう内

容が多いんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） ご要望自体は非常に多種

多様なご要望を頂戴しております。ご質問をいた

だいてからそれをちょっと集計させていただいた

んですけれども、要望書として提出いただいた全

て354の中でやはり一番多いのは歩道の設置、２

番目が拡幅の要望、それからカーブミラーなどと

いうのももちろんございますけれども、それから

舗装の要望、パッチングの要望、とにかく多種多

様な要望を頂戴しておりますが、一番多いのはそ

ういうことで、歩道の整備などお金がかかるもの

についてはほとんどの場合、文書で要望をいただ

いているということだと思います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 私もよく聞くのはいわ

ゆる道路の拡幅、あとは舗装のやりかえというの

はよく聞くところでございます。 

  そこで、現在57.6％が完了ということでござい

まして４割近くが未対応というご回答でしたが、

その未対応になる事情をお伺いできればと思いま

すが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） なかなか進まない理由と

いうことでございますけれども、やはり簡単にい

うとお金の問題でございます。主要道路に関しま

しては、国庫補助事業を導入して修繕させていた

だくと。非常に額が大きくなりますのでそういう

ことでやらせていただきます。 

  この国庫補助事業の採択要件でございますが、

老朽化したインフラの長寿命化を行うという場合

ですね、この場合に改良済みの幹線道路が採択要

件になって該当してくるということで修繕が進め

やすくなってまいります。 

  ただ、これに対しまして生活道路ですね、この

生活道路というのは実は非常に長い路線、那須塩

原市にございまして、これは国庫補助事業の採択

要件に合致しないということで市の単独の維持管

理予算の中で順次修繕を行っていくというスタイ

ルをとるしかないものですから、本当に申しわけ

ないのですが多くの要望に応えられないという状

態にございます。破損の状況とか、おうちが連な

って建っているか、連檐と申しますけれども建っ
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ているか、それから公共性の高い路線であるかな

どを判断しながら優先順位を決めてやっていくと

いうようなスタイルでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 道路整備の優先順位と

いうお話はよく聞くところでございますが、例え

ば先ほど言いました市道の生活道路ですね。生活

道路の中でアスファルトのパッチングではなく敷

きかえだとしますと大体何年ごとぐらいにやって

いるという、そういった基準あるいはそういうデ

ータ等ありますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） アスファルトの敷きかえ

について何年ごとにやるとかというような基準は

実は全くございません。道路の使用状況によって

劣化状況が全く違うということもございますので、

そこのところはございません。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） １年でも劣化すればや

ると、10年たってもそうでなければやらないとい

うようなことなんだろというふうに思います。 

  そうしますと、市道の整備というところで第２

次の前期計画の事業予定の路線、さっき言った34

路線ですか、前期ですから今後５年間での整備予

定としておりますが、その総延長、整備区間の長

さを全部足しますと42.766㎞というふうになるわ

けでございますが、第１期中、過去10年間に整備

した路線の総延長数といいますか、何㎞ぐらい整

備しているのかというのはデータはございます

か。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 第１期の部分の実績につ

いてちょっと持ち合わせがありませんので、申し

わけありませんがわかりません。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 今定例会から議場へパ

ソコン、それからタブレット端末等を持ち込んで

いいことになっておりますが、例えばここに持ち

込んでおった場合にその数字が出たということは

ございますか。 

○議長（君島一郎議員） 相馬剛議員に申し上げま

す。 

  パソコン等の持ち込みにつきましては通告外に

なってきますので、質問の内容を訂正しまして再

質問をお願いしたいと思います。 

○１０番（相馬 剛議員） そうすると、今後５年

間で予定されるのは約43㎞でございますので、１

年間で大体平均しますと８㎞ということになって

くるんだろうと思うんですね、市の整備するとこ

ろは。 

  これが過去10年間、年平均でどのぐらいずつ整

備をされてきたのかというふうな数字がわかれば

なというふうに思ったわけでございますが、でき

ましたらまた後でも結構ですので数字をいただけ

ればというふうに思います。 

  最後になりますが、⑷で生活道路は便利なまち

づくりを支える道というふうにご答弁をいただい

ておりますが、便利なまちづくりを支える道とい

うもの、いわゆる生活道路として市が持っている

基準をお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 生活道路に関して基準と

いうようなお話でございましたけれども、実は、

生活道路という名称を私たちよく使っているので

すが、道路交通関係法令に全くその定めがないわ

けでございます。 

  通常、道路交通法など公安委員会が決めており
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ますけれども、その中では、警察庁の見解では一

般道路のうち主として地域住民の日常生活に利用

される道路という言い方をしていたり、国土交通

省なども自動車専用道路以外の道路は生活道路だ

ろうというような言い方をしていたり、それから

主として地域住民の日常生活に利用される道路で

自動車の通行よりも歩行者や自転車の安全確保が

優先されるべき道路だというような言い方をして

いたり、いろいろな捉え方がございます。 

  私どもはそういうことで幹線道路以外は生活道

路という考え方もできるのではないかと思ってお

りますけれども、やはり地域住民やその集落の方

がほぼ日常お使いになる道であって通過交通車が

たくさん通る道ではないというものを生活道路と

いうふうに申し上げるべきなんだろうというふう

に思っております。 

  ご質問の安全で便利なまちづくりを支える道づ

くりということで生活道路についての決めをして

おりまして、全部で21路線を挙げておりますけれ

ども、生活道路としては、住民が安心して歩ける、

子どもさんが安全に通学ができるというようなと

ころがやはり一番の重要な視点なのではないかな

と思っています。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 自動車よりも歩行者と

か自転車等が安全で安心に通れる道というような

ことだったんだろうと思います。特に通学路等に

ついてはまちづくりを支える道というふうなこと

で重要視されているというようなことだったのか

なというふうに理解をします。 

  今年度予算で通学路整備予算というのは700万

円というのがあったと思うんですが、３月の当初

予算の質問のときには今後要望に対応していくた

めの予算だということであったわけでございます

が、現時点でその700万はどういう通学路の整備

になったのかわかればお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 本来、通学路の整備で一

番やりたいのは歩道をしっかり整備したいという

ことでございます。 

  ただ、歩道整備をするにつきましては拡幅等を

やらなきゃならないということで大きな工事をし

なきゃならない、すぐにそれができるわけではな

いということなので、とりあえず安全をできるだ

け確保するために視認性の向上を図るということ

で、ほとんど全てグリーンベルトの着色に使わせ

ていただいております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解いたしました。 

  市の発展につきましては道づくりというのが基

本だというようなことも聞いたことがございます。

市民の要望を踏まえつつ都市計画を念頭に置いた、

そうした、現在、新南下中野線という道路に着手

しておりまして、それもやはりいわゆる環状道路

のイメージの中に通っている道路でございますが、

その環状道路も含めて生活道路優先というところ

はお聞きはしておりますが、都市計画を念頭に置

いた道路整備というものをお願いいたしまして、

この項の質問は終わりにしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５７分 

 

再開 午後 ２時０６分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  10番、相馬剛議員。 
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○１０番（相馬 剛議員） 続きまして、３番、都

市計画税について。 

  都市計画税は、使途が特定されている目的税で、

用途地域内に土地や家屋のある市民や会社などに

課せられる税です。受益者負担課税の一種でもあ

ります。課税標準などは固定資産税とほぼ同じで

あるが、税率は0.3％を上限としているものと理

解しております。 

  本市では住宅用地に対して課税標準の特別措置

によりなだらかな税負担の調整措置がとられ、税

率も0.2％としています。 

  そこで、本市の都市計画と税負担の合理性につ

いてこれまでどのように検証してきたか、また今

後計画と税負担の公平性について市の考えを伺い

たく、以下の質問をいたします。 

  ⑴現在の用途地域指定の根拠を伺います。 

  ⑵本市での税率0.2％としている根拠を伺いま

す。 

  ⑶平成28年度決算で見る本目的税の使途を伺い

ます。 

  ⑷過去10年間の本税の収入額と主に充当した事

業について伺います。 

  ⑸合併後、本目的税の扱いについてどのように

検証しているか伺います。 

  ⑹今後の都市計画事業と税の公平性について市

の考えを伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員の質問

に対し答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） それでは初めに、⑴の現

在の用途地域指定の根拠についてお答えいたしま

す。 

  用途地域につきましては、都市計画法第８条に

基づきまして定めることができる地域、地区の一

つであります。機能的な都市活動の推進や良好な

都市環境の形成を図るために、都市の将来像、都

市計画マスタープランを想定した上で住居、商業、

工業など用途を適正に配分し、都市活動の機動性

や安全性、利便性及び快適性などの増進を図るた

め定めるものでありまして、平成14年４月の都市

計画変更決定を最後に現在の用途地域となってお

ります。 

  次に、⑵の本市の税率0.2％としている根拠に

ついてお答えをいたします。 

  都市計画税の税率につきましては、地域におけ

る都市計画事業等の実情に応じて各市町村が設定

するもので、合併時点の旧３市町では異なった税

率を規定しておりました。黒磯市が本則0.2％、

西那須野町と塩原町が本則0.3％としていたとこ

ろですが、塩原町につきましては平成15年度から

特例税率を規定して暫定的に0.2％に引き下げ課

税をしておりました。 

  新市としては、税率の変更による市民生活等へ

の影響を軽減することとした合併協議により塩原

町の例による税率を規定し、現在に至っておりま

す。 

  次に、⑶の平成28年度決算で見る本目的税の使

途についてお答えをいたします。 

  平成28年度、都市計画税の決算額は４億6,389

万円、使途につきましては公共下水道の建設事業、

過去に実施をしました街路事業、都市計画事業、

土地区画整理事業、市街地再開発事業、公共下水

道事業、それぞれの起債の償還に充てております。 

  次に、⑷の過去10年間の本税の収入額と主に充

当した事業についてお答えをいたします。 

  平成19年度から平成28年度までの10年間の本税

の収入額は約50億5,000万円ということでござい

ます。 

  主に充当しました事業につきましては、西那須
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野中央通り、本郷通りなどの街路事業、にしなす

の運動公園、太夫塚公園などの都市公園事業、那

須塩原駅西地区、北地区、関谷地区の土地区画整

理事業、西大和地区再開発事業、公共下水道事業

などであります。 

  次に、⑸の合併後、本目的税の扱いについての

検証についてお答えをいたします。 

  検証につきましては、都市計画事業における事

業費や公債費の推移、財政の見通しや税収の充当

状況、税負担による市民生活等への影響などにつ

いて定期的に行っているところです。 

  最後に、⑹の今後の都市計画事業と税の公平性

について市の考えについてお答えをいたします。 

  今後、新たな都市計画事業につきましては現時

点で具体的な予定はございませんが、都市計画税

は目的税であるということから、都市計画事業の

実施による受益と負担の関係に基づく課税区域や

税率の設定が適正かどうかという点について定期

的に検証するなど、今後もより公平、適正な課税

に努めてまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、⑴から再質

問いたします。 

  用途地域指定については合併前の平成14年の決

定ということで、それ以降15年間変更されていな

いということでございますが、これは合併後変更

するという、そういったお話はなかったのでしょ

うか。それとも、現時点でもこの14年の決定でこ

の用途地域指定については十分というご判断なん

でしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 用途指定につきましては

ふだんの見直しがやはり必要なんであろうという

ふうに思っております。 

  昨年度ですか、西那須野地区の太夫塚、それか

ら大山地区あたりですね、あの辺の市街化がとて

も進んでいて住居地域にするべきなのではないか

などというご意見も頂戴いたしまして、そういう

ことでありますので都市マスターの見直し時期に

合わせて検討はしていかなければならないという

ふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 本都市計画税について

は定期的に検証をしているということだったんで

すが、その課税をするもともとの用途指定が本来

は変更したいんですけれどもということでそのま

ま来ているというのは、実際には税の検証とその

課税をするための用途の検証は別でやっていると

いうことなんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 用途指定自体、住環境を

害さないような、また混在をしてしまったために

住民が住みづらくなるというようなことを防ぐと

いう目的で用途指定をされておりますので、そう

いう用途に合う建物がずっと建ってきているんだ

と思いますので、それを簡単にやはり変更すると

いうようなものではないんだろうと思います。 

  ただ、議員ご質問のとおり、都市計画税とリン

クして都市計画を考えているのかといいますと、

私どもは正直申し上げまして税などだからという

ことではなくて住環境上どうなのかなと、それか

ら工業用地がここでいいのかなとか、そういう面

からしか考えておりませんでした。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解いたしました。 

  続きまして、⑵の再質問はありません。 

  ⑶についてでございますが、下水道事業、また
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過去の起債の償還にそれぞれ充てられているとい

うようなことでございましたが、その４億6,000

万の下水道事業と起債の償還に充てられた金額、

具体的にわかりましたらお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 28年度決算における実際

の充当事業ということでございますが、まず下水

道の整備等に関する部分では200万強、それと実

際のこれまで行ってきた事業に対しての公債費、

いわゆる借金の返還ですね、そういったところに

は４億6,000万からの事業費が投入されておりま

す。 

  そのほか、街路であるとか公園、そういったも

のを含めて４億6,000万等になっておりますので、

４億6,000万の都市計画税についてはいわゆる都

市計画事業に充当しているということでございま

す。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） ほとんど過去の都市計

画事業の起債の償還に充てているということでご

ざいますが、都市計画税は目的税ということでご

ざいますので、その使途を公表する、そういった

ところはどこで公表されているんでしょうか。こ

の税務概要というところにつきましては課税の部

分しか載っておりませんので、その使途は載って

ございません。 

  自治体によりましては、例えば日光市などはホ

ームページで毎年毎年その都市計画税の使途の明

細をきっちり出しているところでございますが、

本市ではどこで発表されているのでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 今、議員おっしゃいます

ように、課税の決算とかそういったものについて

はある程度情報としては出しておりますが、具体

的な使途についていわゆる情報をオープンにして

いるという部分についてはちょっと、申しわけあ

りませんが認識はしておりません。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは⑷の再質問で

ございますが、過去10年間で都市計画税の対象と

なっている地区で本目的税の投入が全くされなっ

たという、10年間でですね、されなかった地区が

あるかないかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 過去10年間で目的税が投

入されなかった地区があるかということでござい

ますが、これまで10年間の中でそれぞれ充当した

事業につきましては下水道関係、街路関係、区画

整理関係、公園関係ということで、一応事業種類

ごとに位置づけをして充当額というのは整理して

おりますが、その中でどこの地区がこの事業が投

入されていないかという細かな部分までは、大変

申しわけありませんが整理しておりませんので、

失礼いたします。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、これまでホ

ームページを見ますと都市計画税は何々町、何々

町、何々町というふうにきちんとした町名まで載

ってきております。課税対象になる町名まで載っ

てきておりますが、いわゆる受益者負担税という

ような考え方からしますと、今まで10年間全く投

入されなかった、そしてまた今後10年間も同じよ

うな状況になる、あくまでもその起債の返済にず

っと充てられていくという、そういう理解をして

よろしいということでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 
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○総務部長（伴内照和） 都市計画税の充当事業と

いうのは、繰り返しになりますが都市計画事業と

いうことになっておりますので、先ほど申し上げ

ましたように、街路を整備するとか公園を整備す

るとかいろいろな事業がある中でそこに税を充当

しているということになりますので、今後充当す

るものがあるかないかということにつきましては、

今後まちづくりの中で必要な街路等が新たに位置

づけをされるとか、現在都市計画決定を受けてい

る街路が具体的に事業化されるとか、そういった

状況になればもちろん充当されますので、現時点

で今後ないのかと言われれば、あるともないとも

言えないというのが現状でございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それではもう一度なん

ですが、先ほど現時点で都市計画事業はないとい

うふうにおっしゃられましたので、現時点では先

ほど言いましたように４億6,300万のうち200万が

公共下水道の工事で、残り４億6,000万、ほとん

どを以前やった都市計画事業の返済に充てている

ということでございますが、今後あるかないかわ

からないという今ご説明だったんですが、都市計

画事業というのが予定される可能性はどういう場

合にそういう可能性があって、現時点でないとい

うのはどういうところでないというふうにおっし

ゃるんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 今後新たな都市計画事業

があるかないかということなんですが、例えばＡ

路線については非常に交通量がふえてきて緊急的

に整備をしなければならないとか、そういったよ

うな都市計画決定を受けている例えば街路事業が、

必要性を鑑み本市としても国に要望をし補助決定

を受けていくとか、そういったことがあればもち

ろん出てくるということですので、現時点で都市

計画事業がないということですが、現に下水道な

んかはその関連事業として毎年面整備を行ってお

りますので、償還だけということではないと。償

還が大半を占めておりますが、今後新たな事業が

できればもちろん充当していくということになろ

うかと思います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 都市計画の決定は国の

補助金が影響してくるというようなことだという

ことで理解をいたしました。 

  最後になりますが、この都市計画税でございま

すが、用途指定区域内にある農地についてはどの

ような扱いになっているんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 今現在2,000haを超える

用途が指定されているわけですが、もちろんその

中には農地、山林等もございます。そういった中

で、都市計画税上、課税を除外する地域というも

のを設定しておりますので、農地等については現

在のところかかっていないというのが大半だとい

うふうに理解しております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解をいたしました。 

  それでは、初めに申し上げましたとおり本税は

目的税で受益者負担税でございます。有効かつ公

平に都市機能の充実に投資していただくとともに、

その使途を市民にわかりやすく明確に公表してい

ただけますよう要望いたしまして、私の一般質問

は終了いたします。 

  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で10番、相馬剛議員

の市政一般質問は終了いたしました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 森 本 彰 伸 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、６番、森本彰伸議

員。 

○６番（森本彰伸議員） 議席番号６番、那須塩原

クラブ、森本彰伸、市政一般質問を通告書に基づ

きさせていただきます。 

  １、中学校部活動顧問教諭の負担について。 

  部活動は、子どもたちの心身を成長させるすば

らしいものであると考えています。仲間と力を合

わせ勝利に向かうことで団結力やコミュニケーシ

ョン能力の向上、運動をすることによって身体の

発達や健康の維持など、心身ともに成長するため

に大きな役割を果たします。何より仲間と苦楽を

ともにした思い出は一生の宝物になります。その

後の子どもたちの人生にもプラスになるものだと

信じています。 

  担当する顧問教諭にとっても、部活動指導にや

りがいを感じ、熱心に取り組むことで子どもたち

の人間形成に大切な役割を果たすこともあると思

います。 

  一方、部活動は教師の長時間労働に支えられて

いるという現状があります。部活動指導の過度の

負担は、教員としての通常業務である授業の準備

やクラス経営への影響も懸念されます。さらには、

ストレスからなのか、子どもたちへの体罰や暴言

といった問題も全国的には報道されることがあり

ます。子どもたちを勝たせてあげたいという気持

ちから来るプレッシャーも大きく、顧問教諭にと

っては大きな負担になるケースもあるのではない

かと思われます。 

  こういった教師の負担は、部活動内での指導を

受ける生徒はもちろん、通常の学校内での指導を

受ける子どもたちにも影響が出ることも考えられ

ます。今後、本市の中学校において部活動が子ど

もたちにとってよりよい成長の場となるよう、教

師の負担を低減していくため、以下のことについ

てお伺いします。 

  ⑴中学生の部活動加入率をお伺いします。 

  ⑵平日１日当たりの練習時間についてお伺いし

ます。あわせて、休日の練習時間や練習試合の状

況についてもお伺いします。 

  ⑶部活動の大会などでの成績は顧問教諭にとっ

てプレッシャーになることがあると考えるかお伺

いします。 

  ⑷部活動顧問をしている教諭の年間休暇取得状

況についてお伺いします。 

  ⑸外部指導者に来ていただいている部活動はど

のくらいあるのかお伺いします。 

  ⑹外部指導者へ指導の方針などはどのように伝

えているのかお伺いします。 

  ⑺平成29年４月１日より試行された部活動指導

員の制度化への対応をお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、私のほうから

ご質問にお答えいたしたいと思います。 

  １の中学校部活動顧問教諭の負担につきまして

順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の中学生の部活動加入率についてお

答えをいたします。 

  運動部の加入率でございますが、市全体で

70.2％、文化部の加入率が25.3％、合わせまして

95.5％の状況になっております。 

  次に、⑵の平日及び休日の練習時間、練習試合

の状況につきましてお答えをいたします。 

  時期にもよりますけれども、平日の練習時間は
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平均２時間程度、休日の練習時間は基本的に３時

間から４時間でございます。 

  練習試合につきましては、平均しますと年間で

30日程度実施をしておりまして、種目によりまし

ては１日の練習時間が６時間から７時間になると

いったこともございます。 

  次に、⑶の部活動の大会などでの成績が顧問教

諭へのプレッシャーになると考えるかにつきまし

てお答えをいたします。 

  競技スポーツでは勝敗が必ずついてまわります

ので、保護者や周囲からの期待によりプレッシャ

ーを感じている顧問もいるのではないかと、この

ように危惧しております。 

  次に、⑷の部活動顧問教諭の年間休暇取得状況

についてでございますが、教育委員会では年間取

得の積極的な活用によりリフレッシュを進めてい

るところであります。 

  平成28年度の取得状況でございますが、年次休

暇取得率の平均は55.7％というような状況にござ

います。 

  次に、⑸の外部指導者に来ていただいている部

活動はどれくらいあるかについてのお尋ねでござ

いますが、運動部と文化部を合わせまして市内の

中学校４校９つの部活動におきまして外部指導者

を活用しているということであります。多い学校

では毎日、少ない学校では月に１回から２回程度

の指導を受けているようであります。 

  次に、⑹の外部指導者へ指導方針等はどのよう

に伝えているかでございますが、現在の外部指導

者は顧問の教師と連携しながら一緒に指導を行っ

ておりますので、指導方針等は確実に伝わってい

るものというふうに認識をしております。 

  教育委員会では、校長会や体育主任研修会にお

きまして、各学校の部活動が生徒のバランスのと

れた生活や成長に配慮した活動となるように周知

徹底を図っているところではございます。 

  また、ことし２月に那須地区の３市町を合わせ

まして運動部活動のあり方に関する通知を各学校

長宛てに周知をいたしました。具体的には、適切

な休養、家庭の日の徹底、科学的・合理的なトレ

ーニングの実施、週休日の設定等につきまして周

知徹底を図っているところでございます。 

  最後に、⑺の部活動指導員の制度化への対応に

つきましてお答えをいたします。 

  現在、部活動指導員の導入に向けて検討をして

いるところでございます。この制度が導入されま

すと、校長は部活動指導員に部活動の顧問を命じ

ることができ、指導員は校長の監督を受けて技術

的な指導に従事することができます。 

  したがいまして、部活動指導員は学校教育に関

する十分な理解を有する者でなければならないた

めに、事前の研修に加えまして定期的な研修が必

要になります。具体的には、部活動が学校教育の

一環であることや部活動の教育的意義等につきま

して十分に理解をしていただけるような研修を導

入してまいりたいと、このように考えているとこ

ろでございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それでは、順次再質問を

させていただきたいと思います。 

  まず、⑴の加入率なんですけれども、大変高い

加入率だなというのが私の感じたところでありま

す。基本、全員加入ということで指導をされてい

るということでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 基本的にはそういった考

えのもとでやられている学校が多いかというふう

に思っています。ただ、一部例外もないわけでは

ないというふうに理解しているところでございま
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す。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それは、加入していない

子というのは何か特別な事情があって、それを学

校に説明することによって加入していないという

ことでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 最近ですけれども、特に

スポーツ関係でクラブチームが大分整備されるよ

うになってきておりまして、そちらのほうに加入

したいというようなことでの要望があるというふ

うに聞いております。 

  ただ、学校によっては、そういう状況を認めつ

つ校内における活動においてもどこかの部に所属

をしてほしいというようなことで、活動を行って

いるケースもあるというようなことであります。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 加入率の高さというのは

そういうところにあるのかなということで理解さ

せていただきました。 

  また、ほとんどの子どもたちが部活動に加入し

ているということは、部活動によっては大変大世

帯になる部活なんかも例えば大きい学校だとある

のかなというふうに感じるんですけれども、そう

いう人数の多い部活動の場合に顧問を２人制にす

るなど、そういった負担を軽減するような、子ど

もたちの人間関係を見るだけでも結構負担になる

のかなと思うんですけれども、顧問を２人制にす

るとかそういったことというのは行っていますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） おっしゃるとおり、当然

のことながら集団が大きい場合には複数の顧問が

指導に当たるというような態勢を極力とれるよう

に学校のほうでは配慮しているということであり

ます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 理解させていただきます。 

  次に⑵なんですけれども、先ほど平日の練習時

間、２時間程度というお話だったかと思うんです

けれども、これは早朝練習であったりとか例えば

昼休みにする練習であったりとか、そういうもの

を含まれた上での２時間ということでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは、今おっしゃると

おりさまざまな形態での練習時間がありますので、

そういったものを含めた上で年間を通してならし

た数値というふうにご理解いただきたいと思いま

す。当然、日の暮れが大変短い時期等については

おのずと練習時間が短くなってしまうというよう

な状況であるということであります。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） その場合に、例えば早朝

の練習であったりとか昼休みの練習とか放課後練

習以外のときになんですけれども、その場合も顧

問教諭は子どもたちについて指導をしているとい

うことでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 原則的に顧問がその場に

居合わせることが条件であります。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） わかりました。 

  平日の練習時間に関しては下校時刻の設定など

で守られていることもあるのかなというふうに思

うんですけれども、休日の練習時間にルールの設

定的なもの、例えば何時間をできるだけ超えない

ようにするとか、超えた場合には例えば翌週は少
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なくするとか、そういったルールの設定みたいな

ものをされている学校というのはあるんでしょう

か。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 議員ご存じのとおり、そ

の競技種目によりまして、練習時間が短くても十

分練習の効果が上がる場合と、例えば行って始ま

るとある一定の時間は必要になってくる競技等も

ありますので、その辺のところは十分学校として

も把握をしながら適切にやられているものと思っ

ております。 

  また、先生方が例えば土曜、日曜と部活に従事

した場合にはきちんと書類上も記録を残すことが

多くありますので、そういった点で管理職等がき

ちんと把握をしているだろうというふうに考えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうしますと、例えばど

のような部活というのが結局、練習時間が長くな

りがちなのかというようなことは認識されていま

すか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これ例えばでございます

けれども、野球とかソフトボールのようなもので、

イニング数は決まっているけれども全体の時間は

その進行によって差が出ると。逆にバスケットボ

ールのように、サッカーのように初めから時間が

決まっていてゲームを行うというもの、そういっ

たものの違いではないのかなというふうに思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 承知いたしました。 

  次に、平日の練習のことなんですけれども、平

日は毎日練習があるんでしょうか。それとも曜日

によって、例えば水曜日休みとか月曜日は休みと

かそういった設定というのはありますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 平日、月曜から金曜の間

では１日必ず部活動を休む日を設定しております。

多くの学校の場合には、恐らく月曜日あるいは水

曜日、どちらかを設定している学校が多いんでは

ないのかなと、こんなふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それはちょっと安心した

かなと。やっぱり平日毎日というのは子どもたち

にとっても先生にとっても大変な部分であるのか

なと思いますので、１週間に一度でも休みがある

というのはいいことなのかなというふうに感じて

おります。 

  練習試合が平均すると30日というのはあくまで

も平均だということなんですけれども、部活動に

よって毎週練習試合を行う必要があったりとか、

そういうふうな毎週のように練習試合を行ってい

るなんていうところもあるのでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 毎週練習試合を組むとい

うようなことはないというふうに認識しています。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうすると、練習試合に

行く場合なんですけれども、結構遠くの学校と練

習試合するなんていうこともあると思うんですね。

その場合の移動手段というのはどのようにされて

いるのか把握されていますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 校外に出る場合には必ず
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公的な、借り上げバスとかそういったものを使っ

ているということであります。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それは市のバスというこ

とですか、それとも部活動で民間のバス会社とか

を手配するということでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これはそれぞれの部活に

おきまして受益者負担というような形で対応して

いるというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それでは、そのことに関

してはしっかりしたルールができているというこ

とで認識させていただきました。 

  次に⑶番なんですけれども、競技スポーツにお

いて勝利を目指すことは必要なことだと考えます。

指導者、子どもたち、そして保護者も、勝利を目

指すからこそ子どもたちの成長につなげられるん

だと思います。 

  ただ、先生が大会での成績が自分の指導者とし

ての評価に影響するというふうに考えてしまいま

すとちょっと大きなプレッシャーに、またこれも

なるのかなというふうに思うんですけれども、先

生自身が自分の評価と大会などの成績というのが

関係しているというふうに考えてしまうというよ

うなことはないのか、ちょっとお伺いしたいと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） その教員の評価の問題で

すけれども、必ずしも部活動の成績がその先生の

評価に結びつくというようなことはないというふ

うに思っております。 

  ただ、保護者などもやっぱり自分のお子さんの

活動がより活発になる、あるいはいい成績が残れ

ばというそういうような思いは当然ありますので、

そういったものを感じないわけではないんではな

いかなと、こんなふうに思っているところもあり

ます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうしますと、先生方は

その成績が自分の評価にはつながらないというこ

とを理解しているということでよろしいですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） そのように理解しており

ます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 続きまして⑷のほうに移

りたいと思います。 

  先生方のうち部活動の顧問をしている先生の割

合はどのくらいかというのはわかりますか。担当

していない先生というのもいらっしゃるかと思う

んですけれども。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 管理職とかあるいは事務

担当の先生とかそういった方については除きます

けれども、中学校の場合、ほとんどの先生方が何

かの形で部活動にはかかわりを持っているという

のが現状だと思います。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） わかりました。 

  それで、教育委員会としては先生方が部活動で

土日や祝日の指導や練習試合、また大会出場など

をするのに引率した場合、それを把握して出勤と

してみなしているのかという部分をちょっとお聞

きしたいんですけれども。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 土曜、日曜の部活動につ

きましては、指導に当たった場合には部活動手当

という形で手当が宛がわれることになりますので、

勤務という形とはまたちょっと違う形になってお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ということは、しっかり

出ているときとかも把握しているということと思

いますので、よくわかりました。 

  続きまして、⑸番、⑹番に関しましては関連し

ていますので一括で質問させていただきます。 

  外部指導者はどのような方にお願いしているの

か。どういったルートで外部指導者を見つけてお

願いしているのかをちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 現在のシステムでありま

すと、県の事業といたしまして外部指導者派遣事

業という事業がございます。ですので、こういっ

た事業を学校に照会いたしまして、学校のほうで

要望があればそれを充てるというようなことが一

つ。 

  それから、特にこれは文化部関係なんですが特

殊な技能というんですか、そういったものが必要

とされるもの、例えば吹奏楽部ですとかそういっ

たものにつきましては、顧問の先生が個人的にそ

ういった指導者を探して、その方にお願いをする

というような形が現状だというふうに思っており

ます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それでは、外部指導者に

来ていただく日は毎日の場合と月一、二回の場合

があるというふうに聞いたんですけれども、その

場合でも決まった日には必ず来ていただけるよう

になっているのか、それともその人の都合という

か、いや、きょうはちょっとみたいな感じで来た

り来なかったりするようなことがよくあるのかと

いうことをちょっとお伺いしたいんですけれども。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 各部の活動につきまして

は、きちんと計画を立てて行っておりますので、

その中で外部指導者の方が来られる日、来られな

い日というものは前もってきちんと決められてい

るんだろうと。たまにイレギュラー、急に突発的

なもので来られないといったこともあるんでしょ

うけれども、大方はそんなふうにやられていると

いうふうに認識をしております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それであれば先生のほう

でも計画を立てやすいでしょうし、よろしいのか

なというふうには思います。 

  次に、顧問の先生が部活動を担当するに当たり、

その競技であったりとかその技術、さっきの吹奏

楽などもあると思いますけれども、そういった技

術の経験、競技の経験ですね、こちらのほうはど

のくらい考慮をされて顧問というのは決めている

のかというのをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これにつきましては、で

きるだけ経験をした競技の指導に当たれるように

最大限配慮しているわけであります。したがいま

して、年度末の人事異動の際には、それぞれの学

校に設置されている部活動の指導者につきまして

その後任としてはどういった方がそれに当たれる

かというようなことも十分、校長とヒアリングを

する中で確認しながら配置に心がけているという
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ようなところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） なかなか先生方、必ずし

もその競技の経験がある方であったりとかを充て

るというのは難しいと思うんですね。やっぱりそ

の競技の経験ないけれども一生懸命勉強して、そ

の競技を理解して子どもたちに指導されていると

いう先生方もよく見ますし、そういった経験があ

るからいい指導者というわけでもなく、しっかり

勉強することによってさらによい指導ができる先

生もいるということも理解させていただいており

ます。 

  そんな中、外部指導者がその競技において実績

のすごくある方である場合に、顧問の先生が若い

先生であったりとか余りその競技に対して経験の

ない先生だった場合なんですけれども、一緒に連

携して指導に当たる場合、校長先生や体育主任か

ら伝えられていることを外部指導者に伝えようと

しても外部指導者の考えに押し切られてしまうよ

うな、そんなことはないのかなということを懸念

するんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 実態といたしまして、特

に運動関係の外部指導者につきましては本当に一、

二例しかございません。あとの場合には文化部で

の外部からの指導者というようなことでございま

すし、その外部指導者にリードされてしまうとい

うようなケースはこれまではありません。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それは、例えば教育委員

会からだったりとか、校長先生だったりとか学校

の管理職から外部指導者に、その担当の教諭じゃ

なくて外部指導者に直接教育方針を伝えるという

ような機会というのはございますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 当然のことながら各学校

単位にそういったものを依頼したりしております

ので、おのずと管理職が外部指導者とは接点を持

っているというふうに理解しております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） こういった外部指導者に

指導方針を伝えるということを聞いてきたんです

けれども、それは外部指導者がこういった指導を

しているというふうに思っているわけではないん

ですけれども、私たちの世代が中学生であったこ

ろは科学的な指導とはほど遠い指導も確かにあり

ました。指導者に殴られたり、どなられたり、お

どされて練習するような部活動もあったのが現実

です。 

  今ではそのような指導は子どもたちの成長には

プラスにならないこともわかり、競技を楽しみ、

好きになり、みずから進んで一生懸命努力するこ

とが、その競技においても、また人間的にも成長

する道だということがわかってきました。 

  教育委員会、校長先生、体育主任、そして担当

の顧問教諭が理解していても外部指導者に指導方

針をしっかり伝えることができていないと、万が

一その外部指導者が前時代的な考え方を持ってい

ると、直接外部指導者と連携して子どもたちの指

導に当たる先生にとっては大きなストレスになっ

てしまうんではないのかということを懸念してち

ょっと聞かせていただきました。 

  せっかくご厚意で子どもたちの指導に当たって

くださっている外部指導者が顧問教諭の負担にな

るようなことがないように、外部指導者にも子ど

もたちの指導方針をしっかり伝えていくことが大

切なのかなと思っての質問でありました。 

  続きまして、⑺番ですね。７番の部活動指導員
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についてちょっと質問をさせていただきます。 

  部活動指導員が採用された場合、教員の顧問と

しての役割というのはどのようになるのかお伺い

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 国の法制度がありまして

部活動指導員の制度がこれから始まるわけであり

ますが、これらにつきましてはまだきちんとした

形にまだなっていない。スポーツ庁のほうからも

これらにつきまして細かな部分が年度内に示され

るであろうというような状況にございますので、

こういったものをしっかり踏まえつつ、私どもと

いたしましてもこういった制度を強制的に導入す

るという考え方ではございません。 

  特に那須地区におきましては、中学校の体育の

指導につきましては学校体育連盟という組織もあ

りましてしっかりと先生方が中心になって指導を

していると、これまで指導してきたというような

ことがありますので、これからも先生方が中心と

なった部活動の指導というのは続くんであろうと

いうふうに思っています。 

  ただ、それを補完する形で必要な技術的な指導

ができる人が欲しいというような、そういった状

況が生まれたときにこういったもので対応してい

ければというような考え方のもとにこれを制度と

してしっかりと準備をしておくというような考え

方で、今現在整備を進めているというような状況

でございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうすると、割合的には

今の外部指導者と同じぐらいの採用率というか、

そのぐらいを検討しているというか考えていると

いうことでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 今後どのぐらいのニーズ

があるかというのはまだわからない部分ではあり

ますが、一応現段階といたしましては、私どもと

しましては市の体育協会のほうと今少し話を進め

ておりまして、幾ら制度を整備してもそこにかか

われる方がいなければ機能しないわけであります

ので、そういった人材の確保等につきましてもこ

れから詰めていかなければならないのかなと、こ

んなふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 部活動指導員を採用する

のであれば、ぜひ顧問教諭の負担が軽減されるよ

うな形というものを考えていただきたいなという

ふうに思います。 

  せっかく部活動指導員というこういう制度がで

きた中で採用しても、今、先生方って本当に大変

な苦労をされている部分というのもあると思うん

ですね。９月のときの田村議員の質問でもありま

したけれども、先生方の働き方という中でも部活

動の負担というのは決して小さいものではないと

いうふうに考えております。その中でこの部活動

指導員という制度ができるのであればぜひ上手に

使っていたただきたいなというふうに考えている

ところでございます。 

  今まだ制度自体がうまく動いていないというこ

とは理解したんですけれども、この部活動指導員

というのが実際に採用されて動き出すころという

のはいつごろになるかというのは、考えはありま

すか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず前提となるものであ

りますけれども、現在の部活動の体制そのものが

これでいいかどうかということも含めて、現在、
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先生方の働き方改革という中でしっかりと議論を

して、変えられるところ、変えなきゃならないと

ころ、そういったところについては十分詰めてい

きたいと思っております。 

  その中でこの部活動指導員というものがうまく、

先生方にとって負担が少しでも、精神的なものも

含めてですよ、負担が軽減されるような機能を発

揮できるようになってほしいなというふうに願っ

ているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ちょっと確認というか、

この部活動指導員は報酬を得て受けていただくと

いうことでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 国の整備の中でも報酬等

につきましては示されておりまして、今現在あら

わされている部分では国が３分の１、県が３分の

１、そして市が３分の１、自治体が３分の１とい

うように聞いております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 仕事としてこの部活動指

導に当たってくれる部活動指導員の採用は、指導

方針を伝えるにも、それを実行していくにも、責

任を持ってやっていただけるということにもつな

がってくると思います。顧問教諭の実務的、精神

的負担の軽減にもつながるのではないのかなとい

うところで期待するところであります。 

  先日発表されたスポーツ庁が全国の部活動顧問

教諭に対して行ったアンケートでも、５割の先生

が部活動と校務の両立には限界を感じていると言

っています。 

  部活動の本来の目的は子どもたちの心身の健全

の育成であり、勝つことはその結果であると信じ

ています。市内の子どもたちが部活ですばらしい

成績を残せば私もとてもうれしいです。誇らしく

も思います。子どもたちの頑張りには心から拍手

を送りたいとも思います。先生方のご指導にも感

謝するところであります。 

  しかし、そのために過度の練習につながり、本

来先生方の仕事である学校業務に影響が出てしま

っては本末転倒です。そうなれば子どもたちにと

っても学業の妨げになってしまうことも考えられ

ます。せっかく子どもたちにとって心と体の大き

な成長の機会となり得る部活動が子どもたちの教

育によくない影響にならないように、先生方が余

裕を持ってよりよい教育を子どもたちに施してい

ただけるように、先生方の部活動の負担について

は早急な改善をお願いして、この質問を終わらせ

ていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５８分 

 

再開 午後 ３時０８分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の取り消し 

 

○議長（君島一郎議員） ここで教育長より発言が

あります。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほどの部活動指導員の

費用の件で私のほうで負担についての数字を申し

上げましたけれども、まだあれにつきましては確
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定したものではないということでございますので、

先ほどの発言につきましては、削除させていただ

きたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それでは続けさせていた

だきます。 

  ２、親力向上による家庭教育支援のために。 

  家庭は、子どもたちの健やかな成長の基盤であ

り、生まれて初めて子どもが参加する社会であり

ます。昨今の核家族化や家族形態の多様性の中、

かつては代々受け継がれてきた倫理観や道徳心な

ど、当たり前だと思われてきたことが子どもたち

に伝わりにくくなってきています。親自身が十分

に成長しないまま親になってしまったことによる

悲劇は連日、新聞やテレビのニュースをにぎわせ

ています。 

  家庭での環境、親の教育力は子ども一人一人の

将来に大きく影響します。本市の子どもたちの未

来のため、親力の向上と家庭教育支援のため、以

下のことについてお伺いします。 

  ⑴小学校や中学校での家庭訪問や個人面談を通

し家庭教育環境の問題について教師から報告や相

談があるかお伺いします。 

  ⑵親学習プログラムについてお伺いします。 

  ①保健センターで行われている母親学級やＰＴ

Ａと連携しての家庭教育学級を開催していると思

いますが、それぞれ受講率についてお伺いします。 

  ②受講率を上げるために行っていることがあれ

ばお伺いします。 

  ③母親学級や家庭教育学級の内容をお伺いしま

す。 

  ④母親学級や家庭教育学級の目標としていると

ころをお伺いいたします。 

  ⑶親となるための成長は実際に親になる前から

始まっています。中学校において子どもたちに対

し親になったときの心構えや親としての責任につ

いての教育を行っているのかお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ２の親力向上による家庭

教育支援について順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の家庭環境の問題について教師から

報告や相談があるかについてお答えをいたします。 

  学校の教職員が児童生徒の支援をする際、学校

だけでは支援が難しいと判断したケースについて

は、学校から学校教育課、スクールソーシャルワ

ーカー、子ども・子育て総合センター等に報告や

相談があり、必要に応じて関係機関と連携しなが

ら家庭への支援を行っております。 

  次に、⑵の親学習プログラムについて順次お答

えいたします。 

  初めに、①の保健センターで行われている母親

学級やＰＴＡと連携しての家庭教育学級の受講率

についてお答えをいたします。 

  まず、母親学級については講座の中に親学習プ

ログラムを組み込む形で実施しております。平成

28年度は7.3％、平成29年度は10月末現在で8.5％

であります。 

  家庭教育学級は各学校と公民館が連携して実施

しておりますが、講座の内容や対象とする学年に

よりまして参加者数に違いがございます。中学校

区で合同で開催している子育て講演会の参加者は

ＰＴＡの会員の約10％から20％になっているとい

う状況であります。 

  次に、②の受講率を上げるために行っているこ
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とについてお答えをいたします。 

  母親学級につきましては、広報、ホームページ

等に掲載するほか、母子健康手帳の交付の際に直

接妊婦に内容等の案内を行いまして、妊婦だけで

はなくその夫や祖父母等の参加も呼びかけをして

いるところでございます。年度末には関係課によ

ります検証と次年度実施内容の検討を行いまして、

内容の充実を図っているところでございます。 

  家庭教育学級につきましては、各小中学校及び

義務教育学校の教頭を家庭教育主事として委嘱し

まして、公民館と連携、調整を行うことで各学校、

学年ごとに保護者が興味を持っていただけるよう

なプログラムづくりをしております。 

  次に、③の母親学級や家庭教育学級の内容につ

いてお答えをいたします。 

  母親学級については、妊娠中と産後の心身の健

康、バランス食、育児、妊婦と赤ちゃんの歯の健

康、父親の妊婦体験等を講話や実技、それからグ

ループワークを交えながら実施しているところで

ございます。 

  家庭教育学級につきましては、ＰＴＡ保護者を

対象とした移動教室や親子ものづくり教室、親子

触れ合い体験、中学校区合同で開催される子育て

講演会等を実施しているところでございます。 

  次に、④の母親学級や家庭教育学級の目標とし

ていることについてお答えをいたします。 

  近年、核家族化や少子化の影響もありまして、

妊娠、出産、子育てに不安を感じている保護者が

多くなっている状況でございます。一方、それを

解決する情報交換やネットワークの不足が挙げら

れております。 

  母親学級におきましては、同じ悩みや不安を持

つ妊婦同士の方が共通のテーマで話し合うことに

よりまして出産への不安を解消するとともに、赤

ちゃんとの生活をイメージすることで親となる心

構えを学習しまして、安心して妊娠期から育児期

を過ごせるよう支援することを目標にしていると

ころでございます。 

  家庭教育学級においては、親子の触れ合いや同

じ学校に通う保護者同士の交流を目的として実施

しているところでございます。 

  最後に、⑶の親になったときの心構えや親とし

ての責任についての教育を行っているかについて

お答えをいたします。 

  中学校の家庭では、家族、それから家庭と子ど

もの成長の単元で、家族とのかかわりや家族の一

員としての役割の学習を通して将来の自分の家族

や家庭について考える授業を行っております。 

  また、市の思春期保健授業の中では性に関する

授業や、保健や学級活動等の授業の中で自分の誕

生から今までの成長を通して親の存在について考

える機会がありまして、生徒たちにとっては自分

の成長に親の存在が欠かせないことを実感できる

貴重な学習となっております。 

  しかしながら、親になったときの心構えとして

の直接的な指導は中学生という発達の段階を考え

て行ってはおりません。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それでは順次再質問をさ

せていただきます。 

  学校からの報告や相談の中には虐待などの深刻

なケースというのもあるんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 相談の中にはそういった

ものも含まれます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そういった際にスクール

ソーシャルワーカーや子ども・子育て総合センタ
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ーが対応するということでありますけれども、ス

クールソーシャルワーカーや子ども・子育て総合

センターというのは家庭にどのぐらい介入するこ

とが可能なのか。例えば虐待が疑われる場合に、

ある程度強制的にその家庭の中に入っていくこと

とかというのは可能なのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、教育委員会にはス

クールソーシャルワーカーがおりますので、そう

いったケースにつきましては直接保護者とかかわ

りを持つことができております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうすると、大体そうい

うケースがあった場合には会えるということでよ

ろしいんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 全てがそうあってほしい

と願うところでありますけれども、ケースにより

ましては会うことを拒否されてしまうケースもな

いわけではありません。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そういった深刻なケース

などではやっぱり警察との連携などということも

行うことはあるんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 私どものほうからは、子

ども・子育て総合センターと連携をしながら市と

しての外部機関への対応について進めているとこ

ろであります。 

  細かな部分につきましては子ども未来部長のほ

うからの答えをお聞き願いたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 警察そのほかの児

童相談所とかそれぞれのケースによりまして連携

をしながら対応しておりますし、学校のほうから

のお知らせがあって、担当者同士の話し合いを行

いながら今後どうしていくかという検討も行って

おりますので、本当にケース・バイ・ケースでは

ありますが、保護者の方と直接お会いするような

機会もできるだけ持つようには心がけております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それでは次の⑵のほうに

入ります。こちら親学習プログラムについては１

から４まで関連しますので、一括で再質問させて

いただきたいと思います。 

  母親学級の受講率の低さにはちょっと驚いてし

まいました。母親学級は講座に取り込む形で行わ

れているということですが、例えば健診のときだ

とかそういうときに、ほとんどの妊婦が集まるよ

うなところで行うというようなことをしたりとか

はしていないんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） では、母親学級と

いうことなので私のほうからお答えさせていただ

きます。 

  今、受講率の低さということなんですけれども、

健診とあわせて行うということはしてございませ

ん。といいますのは、所要時間も結構たっぷり２

時間程度使わせていただいております。 

  それから、受講率につきましても、なかなかこ

れも難しいところで、実際、うちの市以外でも出

産をなさった病院等でも行っているところがござ

いますので、そちらのほうで受けている方もいら

っしゃると考えてございます。 

  以上です。 
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○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 病院などで研修を受ける

ということももちろんあるというのもわかるんで

すけれども、そうすると例えば病院で妊婦の方に

こういう母親学級があるから必ず受けなさいねと

か、多分、病院から言われると受けなきゃいけな

い感というものがその妊婦の方に生まれると思う

んですね。 

  病院のほうに、母親学級をこういうふうにやる

のでこれを妊婦の方々に勧めてくださいというよ

うな働きかけというようなことはなされていない

んでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 今の病院でのとい

うことなんですけれども、今のところは例えば妊

娠の届け出のとき、母子手帳をお渡しするときに

直接、これが実物なんですけれども、こういった

ものをお渡ししながらご案内しているんですけれ

ども、それから時がたつと確かになかなか意識の

ない方もいらっしゃると思います。 

  お忙しい方もいらっしゃいますので、病院のほ

うにというアクションはまだ今のところ起こして

おりませんので、今のご提案を今後の参考にさせ

ていただければと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 内容を聞くと大変すばら

しいものであるなというふうに思いますので、ま

ずはみんなに受けていただくということが大変大

切なのかなと思います。そのためには、やっぱり

受けなきゃいけないんだという気持ちを持っても

らうというのも一つの方法じゃないのかなという

ふうに考えますので、ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

  次に、家庭学級なんですけれども、こちらも

10％から20％ということで、これも大変低い数字

だなということでちょっと驚いているところでも

あります。 

  これは会場や学区ごとに参加率の差があったり

とかというのはあるのかなと。例えば地域だった

り公民館と学校で連携ということなので、その場

所場所で案内の仕方だったりカリキュラムの内容

等も多少違うんだろうなと思うんですけれども、

その中で参加率に大きな差があったりするような

ことはありますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 家庭学級につきましては

公民館と学校とがタイアップして授業を行うもの

でございまして、学年別に行うとか全体で行うと

か、いろいろその公民館と学校によってメニュー

の違いがあるところでございます。 

  先ほど申しましたように10％から20％の出席率

ということで、現在、両親で働いているというこ

ともありまして、この出席率が悪いのは最近では

なくてずっと続いていることなのかなと思ってお

ります。実際出ていただけるのは役員の方とか、

本当はそれ以外の方に出ていただきたいのが実情

でございますが、多分、私もそういう経験をして

おりますが、役員の方が強制的にといいますか出

ていただいているような状況でありまして、手法

的にはどうかということではこれが得策だという

ものがなかなかないのかなというふうには思って

おります。 

  そんな中で、公民館とか学校ではメニューはど

ういうふうにしたほうがいいとか、魅力のあるも

のをそれぞれ各学校と公民館でタイアップしなが

らやっておりますので、なるべく参加をしていた

だけるように、実際にそういう方に参加をしてい
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ただいたら本当はありがたいところでございます

が、なるべく努力をしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 保護者の方々も、例えば

運動会であったりとか文化祭であったりとか卒業

式とか、そういうときにはかなりの割合で参加し

ていただけるんですね。 

  お勉強というとちょっと腰が引けちゃうところ

があるのかもしれませんけれども、例えば授業参

観のときとか保護者が多く集まるときですね、そ

ういうときに家庭教育学級をあわせて受けたらど

うかというようなことを公民館だったりとか学校

のほうに言ってみたらどうかなと思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ただいまのご提案でござ

いますが、そういう出席者がたくさん出ていると

きにタイアップしてそういうプログラムを組んだ

ほうがいいというご提案だと思います。 

  そういうことにつきましても、今後は学校とか

公民館と協議をしていきたいというふうに思って

おります。ありがとうございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうなんですね。とても

すばらしいプログラムをつくっていると思うんで

す。それをやっぱり聞いていただかないことには

始まらない。どんなにいいプログラムをつくって

もそれが保護者に伝わらないとせっかくのものが

もったいないというふうに思うので、ぜひその辺

は公民館だったり学校とうまく話をして受講率が

上がるようにしていただけたらというふうに思い

ます。 

  実は私も家庭教育学級は子どもがいますので受

けたことはあります。受けてみると、毎回公民館

とＰＴＡが連携してとても有意義な勉強をさせて

くれるんですね。 

  ですから、ぜひこの家庭教育学級をただつくる

だけではなくてさらに多くの方に、カリキュラム

もすばらしいものをつくっているのがわかるし、

チラシというかすばらしい案内も来るんですけれ

ども、そこに保護者の方々を集めていただくその

努力をもうちょっとしていただけるといいのかな

と思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

  それで、この家庭教育学級なんですけれども、

公民館単位でやっているということなんですけれ

ども、これは市内全ての学校をカバーしているも

のでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この家庭学級につきまし

ては、各学校が公民館と連携しまして進めており

ます。特に各学校の教頭先生には家庭教育主事と

いうことで私どものほうから委嘱をさせていただ

きまして、各公民館と連携をしながら実施してい

るというようなことでございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 母親学級も家庭教育学級

も明確な目的なもと、関係者が不安や悩みを持つ

妊婦、保護者のため、さらには子どもたちのため

にアイデアを出し合いながらすばらしいプログラ

ムを行っています。 

  しかし、参加してくれる人が少なくては、どん

なすばらしいプログラムも本来の目的を十分に達

成することはできません。人を集めるということ

はとても大変なことだと私も理解しています。参

加していただいた方には満足していただけること

が多いと思いますが、まずは会場に来ていただく
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ことが大切です。そのための努力は担当課、そし

て関係団体と連携して続けていただきたいと思い

ます。 

  それで、乳児家庭全戸訪問というのを、そして

ブックスタート事業というのが今行われているか

と思うんですが、これはどうしてもこういったプ

ログラムに参加してくださらない方々をカバーす

ることにもつながっているのではないかなという

ふうに推測していますが、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 今のブックファー

スト、全戸訪問ですね、乳児の。あれは生まれて

からのご家庭を対象にして行っておりますので、

可能性があるとすれば例えば第２子以降ですね、

そういう母親学級を市でやっているよというご案

内ができるチャンスではあるのかもしれないと思

います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 案内という意味ではなく

て、母子保健推進委員という方が多分行かれるか

と思うんですけれども、その方が親に対して、親

としての指導であったりとかブックファーストと

いうことで読み聞かせであったりとかそういうも

のを通してある程度、新しいお母さんたちに対す

る指導的な意味も兼ねるのかなというふうに考え

ているんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 申しわけございま

せん。今、母親学級の関連で答えてしまいました

ので。 

  一応、受講率が低い母親学級の実態を踏まえて、

うちのほうでフォローできているところは、今、

議員のほうでご紹介いただいた全戸訪問はもちろ

んのことです。あとは妊娠後期相談というのもご

ざいますので、そういったところで参加できなか

ったお母さん方にお話とかをさせていただいてい

るのが実態でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうすると、乳児家庭全

戸訪問なんですけれども、これは文字どおり全戸

訪問できているんでしょうか、それともなかなか

行けないところとかもあるのかちょっとお伺いし

たいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 大体ここ数年

1,000人程度のお子さんが生まれております。昨

年度は900人台で、実際、全戸訪問させていただ

いたのが943件でございますので、数字、確かな

ものを持っていないので何％とは言えませんが、

大体ほぼ回れているのかなと思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そのごくわずかの訪問で

きていなかったところというのは、やはりそれは

訪問を拒否されたりとかそういうことでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 会えなかったご家

庭のそれぞれの理由というのを私のほうで把握し

てはございませんけれども、やはりなかなか会え

ないという、先ほど拒否という言葉も出ましたけ

れども、似たような状況があるのかなと。一応、

絵本を持っていく手法に変えたことによって受け

入れはとてもしやすくなったということは聞いて

おります。 
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  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 拒否されるというのはち

ょっと危険な状態でもあるのかなと思いますので、

そういうところにやっぱり注意を払っていただき

たいなというふうに思います。そういうところに

こそ例えば虐待とかそういうことが隠れている可

能性もないとはいえないと思いますので、せっか

くの全戸訪問ですのでできるだけ1,000件あるん

であれば1,000件回って、実際に会うまで頑張っ

ていただくということも必要なのかなというふう

に感じております。 

  続きまして、⑶番のほうに移らせていただきま

す。 

  中学校の段階では、自分が親になることを考え

るというよりは、命のつながりや親から自分たち

の愛情を認識するための教育を行っているという

そういった答弁だと思いますが、発達の段階を考

えて親としての心構えの指導をしていないという

のはどういうことなのかちょっと具体的にご説明

いただけますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） なかなか中学生の段階で

は、自分が親としての自覚をどう持たせるのかと

いうのはちょっと難しい段階ではないのかなとい

うふうに思っております。子どもたちの目に映る

のはやっぱり自分の親の姿を見ながら、親ってこ

うなのかなと、あるいはこうあるべきなのかなと

いうようなことで、俗に子は親の背中を見て育つ

といいますけれども、中学生の子どもたちという

のはまだ親というのは、自分というよりも自分の

親の姿を通して親とはこうかなというそういう段

階ではないのかなというふうに思っておりますの

で、そういった意味で先ほど発達段階に照らして

というような表現で答えさせてもらっております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 確かにそういう部分もあ

るのかなというふうには思いますけれども、ただ

中学校というのは義務教育の最後なわけですね。

ほとんどの子どもが高校進学しているという部分

があるのかと思いますけれども、子どもによって

は中学校を卒業して働き始める。それで職場に出

れば社会の中では大人とみなされる立場になりま

す。女の子も生物学的には母親になれる状況にな

る中で、中学生という段階というのは母親になる

準備を始める、父親になる準備を始める段階とし

て早過ぎるということはないのじゃないかなとい

うふうに私は考えています。 

  それは考え方いろいろだというふうには思うん

ですけれども、ただ先ほどから言っている親とし

ての成長という部分で、例えば市のほうから市民

に100％伝えられる部分というのはこの義務教育

の間なのかなという気持ちが私にはあります。 

  義務教育の間というのは、先ほどから申し上げ

ていますけれども、受講率が低いということがあ

りますけれども、中学校は義務教育なので、みん

な子どもたちというのはその話を聞いてくれる。

そこで伝えられることというのも、全部というわ

けにはいかないとは思うんですけれども、基本的

な部分というのも子どもたちに伝える段階として

は遅くないのかなというふうに思います。 

  これに関しましては答弁を求める部分ではござ

いませんけれども、ぜひ子どもたちに対して親に

なる心構えというのを少しずつでも伝えていただ

けたらありがたいかなというふうに思います。教

育長のほうから何かそれに対して意見があるので

あればお聞きをしますけれども、いかがでしょう

か。 

○議長（君島一郎議員） 教育長。 
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○教育長（大宮司敏夫） 議員おっしゃることは私

もよく理解できます。確かに、発達段階に応じな

がらその時期、その時期に必要なものを重ねてい

く中で親としての自覚というのは当然育ってくる

ものだというふうに思っております。 

  ただ、実際いろんなケースを見ていく中で、私

は、子どもたちに親としての自覚を持たせること

と同時に、家庭とはこうあってほしいという、そ

ういったものも同時に学ばせるような機会があっ

たらいいんではないのかなというふうに思ってお

ります。 

  あわせて、市のホームページのほうに親として

の自覚をする機会となるようなメニューがたくさ

ん実はありますので、そういったものを我々とし

てはもうちょっと積極的に理解を広めていただき

ながらぜひ一緒に学んでいこうというふうな、そ

ういった機運がさらに広がっていくことを期待し

ております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 感じ方という部分もあっ

て、教育長のさっきの話を聞くと、私が考えてい

ることを教育長も考えてくださって中学生には伝

えてくださるのかなというふうに今理解しました

ので、それで私のほうでも理解させていただきた

いというふうに思います。 

  以上をもちましてこの項の質問を終わらせてい

ただきます。 

  続きまして、３番、本市のＡＬＴを使った英語

教育についての質問に移らせていただきます。 

  本市は、全小中学校にＡＬＴを配置するなど、

英語教育にはとても力を入れていると理解してい

ます。英語を学ぶことは、子どもたちにとって世

界に興味を持つことのきっかけとなり、夢を世界

に広げることにつながると考えます。また、外国

から来たＡＬＴとのコミュニケーションは、人の

多様性を理解することにつながり、博愛の精神を

育み、平和を愛する人材の育成にもなると期待で

きます。 

  語学の習得のみならず、その先にあることこそ

が本市の英語教育には必要であると考え、より質

の高い子どもたちの未来の糧となる英語教育のた

めに以下のことについてお伺いします。 

  ⑴小学校、中学校でのＡＬＴの英語教育の現状

についてお伺いします。 

  ⑵ＡＬＴの採用の際に本市から提示している条

件があればお伺いします。 

  ⑶ＡＬＴへの研修の状況についてお伺いします。 

  ⑷ＡＬＴの授業の重点を何に置いているのかお

伺いします。 

  ⑸那須塩原市の目指す英語教育のこれからの方

針についてお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 森本彰伸議員の本市のＡＬＴ

を使った英語教育についてのご質問に教育長から

答弁をいたさせますが、それに先立ちまして一言

ちょっと申し上げさせていただきたいと思ってお

ります。 

  本市では、平成26年７月から市内全小中学校に

ＡＬＴを常駐配置しております。現在、大規模小

中学校４校には２名ずつ配置をしている状況にご

ざいます。子どもたちは、ＡＬＴと触れ合う機会

がふえたことによりまして英語によるコミュニケ

ーション力が向上し、外国人に対しても臆するこ

となく自分の考えや思いを伝える力が育まれてい

るところでございます。 

  また、昨年度末に行いました意識調査において

は、英語の授業が好きと答えた児童生徒の割合が

全国平均を大きく上回りますとともに、約８割の
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児童生徒がＡＬＴと話すことが好きと答えるなど、

本市のコミュニケーション力育成を重視した英語

教育の成果が着実にあらわれているものと認識を

しているところであります。 

  このあとにつきましては教育長から答弁をいた

させます。 

○議長（君島一郎議員） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、具体的なもの

につきまして私のほうからお答えをさせていただ

きたいと思います。 

  初めに、⑴のＡＬＴの英語授業の現状について

お答えをいたします。 

  小学校では低学年で10時間、中学年で20時間、

高学年で35時間、全ての外国語活動の時間におき

まして、本市で作成いたしました小中一貫英語教

育カリキュラムをもとに、学級担任とＡＬＴのテ

ィームティーチングによる授業が行われておりま

す。 

  中学校では、学校規模によりますが、週４時間

のうち２ないし３時間程度、英語科教員とＡＬＴ

のティームティーチングで授業が行われておりま

して、各学年とも年間10時間は、教科書ではなく

小中一貫英語教育カリキュラムによる授業となっ

ております。 

  小学校では、英語がうまく話せることよりもＡ

ＬＴとの英語でのコミュニケーションになれ親し

む活動を重視し、中学校では、各単元の終わりに

学習した内容をもとに実践的コミュニケーション

活動、こういったものを実施しております。 

  次に、⑵のＡＬＴの採用の際に提示している条

件についてお答えをいたします。 

  教育委員会では、労働者派遣によりましてＡＬ

Ｔを配置しておりますけれども、派遣業者に対し

ましてＡＬＴの採用条件を細かく示しております。 

  具体的には、英語を母語とし、母国の大学卒業

資格を有し、学士以上の学位を有している者、教

職員や児童生徒とコミュニケーションを図る上で

必要最低限の日本語会話能力があること、教職員

や児童生徒と積極的にコミュニケーションを図り、

協調性があること、日本での就労に必要な査証等

を有しており、犯罪にかかわる刑罰等の執行猶予

を受けていない者などとなっております。 

  次に、⑶のＡＬＴの研修の状況についてお答え

をいたします。 

  新規に採用されましたＡＬＴに対しましては、

英語の指導力はもちろん、日本における生活習慣

の指導も含め、派遣業者による事前の研修が行わ

れております。着任後は、月に２ないし３回の割

合でＡＬＴ全員を対象とした研修を実施したり、

教育委員会主催の授業研究会への参加を義務づけ

たりしております。 

  さらに、派遣業者や担当指導主事等が定期的に

各学校を訪問し、授業を参観した上でＡＬＴに対

して指導あるいは助言を行うなど、年間を通して

ＡＬＴの指導力と教員としての資質向上を図って

おります。 

  次に、⑷のＡＬＴの授業の重点を何に置いてい

るかにつきましてお答えをいたします。 

  本市では、英語教育が目指す子どもの姿といた

しまして、積極的に人とかかわり英語でコミュニ

ケーションを図ることができる子、臆することな

く英語で自分の思いや考えを伝え、自分で決定し、

自分で行動をすることができる子、日本人、外国

人を問わず互いの違いを認め、誰にでも思いやり

を持って接することができる子、この３つを設定

しております。 

  これらを指導の重点としてＡＬＴとの英語によ

るコミュニケーションの必然性を重視したカリキ

ュラムにより、英語が話せるではなくて英語が使

える児童生徒の育成に重点を置いた授業を展開し



－180－ 

ているところであります。 

  最後に、⑸の本市の目指す英語教育の今後の方

針につきましてお答えをいたします。 

  本市は、これまで豊かな国際性と国際的に通用

するコミュニケーション力の育成を目指し英語教

育を行ってまいりました。小学校では平成32年度

から、中学校では平成33年度から新学習指導要領

による英語教育が実施されますが、外国語活動や

外国語科の目標は、これまでと同様、コミュニケ

ーションを図る資質・能力の育成であり、本市の

目指す方向性と一致をいたしております。 

  今後も、ＡＬＴ全校常駐配置の利点を生かし、

たとえ英語がうまく話せなくても外国人と堂々と

意見を交わせる子、こういったものを育ててまい

りたいと、このように思っております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 小学校、中学校それぞれ

ＡＬＴの特性を生かし、学級担任ともしっかり連

携し、充実した指導が行われていると理解いたし

ます。 

  採用条件についても、ただネーティブスピーカ

ーであればよいというわけではなく、教育者とし

てプロフェッショナルな指導のできるＡＬＴを採

用するための条件提示をされているということで、

安心するとともに頼もしく感じます。 

  さらには、研修を通しさらなる指導力の向上と

本市の教育の方針を理解していただいているとい

うことですので、今後もさらにＡＬＴのメリット

を生かされていくのだろうと期待するところであ

ります。 

  ＡＬＴ採用の大きな効果の一つは、子どもたち

が異文化に触れ、世界に興味を持つことではない

かと考えています。世界に羽ばたくために努力を

し、世の中で那須塩原市で学んだ子が活躍するこ

とで、世の中の人々に自分も那須塩原市で子育て

をしたいと思ってもらえればとてもうれしいこと

だなというふうに感じております。 

  私自身も中学生のときに、当時はＡＬＴと言っ

たかどうかわからないんですけれども、外国人の

先生が学校に来てくれたことを覚えております。

その先生は、オズボーンという先生だったんです

けれども、休み時間にバスケットをしたりとか、

英語の会話をたどたどしいながらもさせていただ

いたことによって外国に対する興味が湧いたのを

覚えております。 

  高校に入りましても、私は余り成績はよくなか

ったんですけれども、英語は得意でした。英語へ

の興味というのもやっぱり強く持っていたことも

ありまして、大学のときにはアメリカに行かせて

いただいたということもありました。 

  ただ、アメリカに行ったときに、最初の英語の

授業、英語を覚えるための授業を受けている間と

いうのはひたすら英語を勉強しているだけだった

んですけれども、一般のアメリカ人と同じクラス

に入るようになってきますと、英語を話せるのは

当たり前のことであって誰も褒めてくれるような

ことはないんですね。それよりも人として何を持

っているのかということのほうが大変重要だった

のかなというふうに思います。 

  私もいろいろ質問をされると、最初のころは英

語ができるの、できないのみたいな話が多かった

んですけれども、日本の文化についての質問を受

けたりとか歴史上の人の話を聞かれたりしても、

私は答えることができなくて大変恥ずかしい思い

をしたことも覚えております。 

  そんな中で、私はアメリカに行って初めて日本

の歴史の本とかいろいろ買ってきて読んだりとか

して、結局、人の深みというかそういう部分です

よね。そういうものを子どもたちには、英語に興

味を持ち、異文化に興味を持ち、さらに自分とい



－181－ 

うもの、日本人としての自分のアイデンティティ

ーをしっかり持っていただくということが、子ど

もたちが今後世界に旅立ったときに、世界の中で

活躍するときに大切なことではないかと思います。

本市での英語教育が子どもたちにとって世界に羽

ばたくための助けになるような、そんな英語教育

になることを望んでおります。 

  このことに関しましては大変すばらしいご答弁

いただきまして、再質問はございません。 

  私からの一般質問は以上となります。ありがと

うございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で６番、森本彰伸議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時４９分 

 

再開 午後 ３時５８分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（君島一郎議員） ここで総務部長より発言

があります。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 先ほどの相馬剛議員の都

市計画税の質問の答弁の中で、用途地域内の農地

についての課税という関係で、私のほうから、除

かれた区域を除いて農地については大半かかって

いないような答弁をさせていただきましたが、実

際には農地であっても対象地域に入っているもの

については課税をしているということでございま

す。大変失礼いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 玉 野   宏 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 敬清会、玉野宏です。 

  質問１の生乳生産額本州１位についてと質問２

の新庁舎建設については通底する概念があります。

下野新聞にこのことについてわかりやすい記事が

掲載されておりますので、抜粋して紹介させてい

ただきます。 

  発言者は、田中優子、法政大学総長です。タイ

トルは、岐路に立って考える市場競争化、経世済

民化です。 

  10月の衆院選は２つの道のどちらかを選ぶ選挙

だった。２つの道の一つは、経済と軍事が結託し

て歩む米国的な軍産学複合体が日本の内部に深々

と突き刺さり、軍事化に向かう道である。こうし

た体制のもとでは自由競争に基づくグローバル経

済が圧倒的な力を持つ。既に国家はグローバルな

市場経済に権力を明け渡し、奉仕するようになっ

ている。 

  そもそも私たちが国を持つのは、税収を元手に

富を再配分し、貧富の差を縮め、ダイバーシティ

ー、多様性を確保し、とりわけ子どもや高齢者の

弱さを補い、人間らしい社会を形成するためであ

る。しかし、国家がグローバルな市場経済に奉仕

するようになるとひたすら稼ぐことが自己目的化

する。 

  経済には２種類ある。一つは、今述べた稼ぐこ

とが自己目的化し、ごく少数の人だけが富を占有

する経済である。もう一つは、経済の語源である

経世済民としての経済である。済民の「済」は救

済の「済」で、経世済民は万民を救済するための
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マネジメントを意味する。これからの世界はどち

らの経済を必要とするのか。 

  日本は、米国から、約170億円もする戦闘機を

42機、約800億円の迎撃ミサイルシステムを２機

購入するそうだ。 

  ２つの道のもう一つ、経世済民のマネジメント

は国家の再配分機能を地域に戻すことに通じる。

「しあわせの経済」世界フォーラムと題するとい

うイベントがこのほど東京で開かれた。ローカル

化による新たな経済の創出を目指した動きで、米

国…… 

○議長（君島一郎議員） 玉野議員に申し上げます

けれども、必要な部分の朗読にしていただけます

か。全文といいますと、会議規則等のほうの部分

で抵触といいますか、できないことになっており

ますので、必要な部分だけの朗読という形でお願

いをしたいと思います。 

○２２番（玉野 宏議員） 抜粋という言葉と、あ

と５行ほどでございます。 

○議長（君島一郎議員） はい。 

○２２番（玉野 宏議員） もう一つの道を日本の

野党が創造できないのであれば、私たち市民がグ

ローバルな連携によってつくるしかない。 

  市長は、市・県・国のパイプという発言と、庁

舎建設は資材高騰を見込み東京オリンピック後と

されました。市長の発言が国が進める市場競争の

道でないことは明らかですが、人によっては、市

政運営は国の進める道に沿うべきであり、沿って

いると受けとめるかもしれません。市長の市政運

営が経世済民、人間らしい社会の形成を目指して

いることを確認させていただくために、以下、質

問に入ります。 

  １、生乳生産額本州１位について。 

  地域の関係者が連携し酪農の経営基盤を支える

担い手を確保し、生乳生産額本州一を生かしたま

ちづくりの推進に向けて、以下の点についてお伺

いいたします。 

  ⑴生乳生産額本州１位であるが、消費サイドか

ら市民１人当たり消費量・額も本州１位を目指す

施策が求められるのではないでしょうか。消費を

喚起する取り組みについてお伺いいたします。 

  ⑵那須拓陽高校では、自校の生乳を使い、キス

ミル、ヨーグルトをつくられていますが、これ以

外に当市とタイアップした乳製品、加工品をつく

る考えはありますか。 

  ⑶イタリアではジェラートが健康食品として位

置づけられていますが、ジェラートの生産を市内

で拡大させ新たな消費を拡大してはと思いますが、

考えはありますか。 

  また、ギョーザの消費量日本一を目指す宇都宮

市と浜松市とで競っていますが、同じようにジェ

ラート消費量日本一を目指すことに対し市の考え

をお伺いいたします。 

  ⑷消費者の信頼と生産者の誇りに加え地域の独

自性を発揮するとともに、ナチュラル、自然であ

ること、オーガニック、無農薬や無添加、ダイバ

ーシティー、生物多様性、アニマルウェルフェア、

動物福祉の概念、視点を加え、実践することによ

りさらなる質の高い生乳の生産を目指すべきと思

いますが、考えをお伺いいたします。 

  ダイレクト・ツー・コンシューマーの考えを生

かし、酪農家、加工者、消費者が一体となる活動

体、組織をつくり、三者一体として連携され、三

者がウイン・ウインになる関係をつくられてはい

かがか考えをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 22番、玉野宏議員の質問

に対し答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） それでは、１の生乳

生産額本州１位につきましてのご質問に順次お答
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えいたします。 

  初めに、⑴の消費を喚起する取り組みについて

でございますが、今年度の主な取り組みといたし

まして、地域のイベント時に乾杯用牛乳を提供し

ているほか、「那須塩原市牛乳の日」を記念日登

録し、９月２日は牛乳の日イベントを開催したと

ころであります。 

  今後も、こうしたイベント等の取り組みを引き

続き実施していくほか、那須清峰高校が作成いた

しましたミルクバーの活用や那須拓陽高校が開発

したキスミルの完全オリジナル化、また現在申請

中のミルク街道の商標登録を進めまして、地域の

ブランド化と消費の拡大につなげてまいりたいと

考えております。 

  次に、⑵の那須拓陽高校以外に本市とタイアッ

プした乳製品、加工品をつくる考えがあるかとの

ご質問にお答えをいたします。 

  現段階におきまして、那須拓陽高校との連携を

ブラッシュアップすることに重きを置いておりま

すので新たなタイアップは考えておりませんが、

類似の取り組みといたしまして、今年度から独自

に、乳製品の研究開発にチャレンジする団体等に

対し、その経費の一部を補助する事業を始めたと

ころでございます。 

  次に、⑶のジェラートによる新たな消費拡大、

消費量日本一を目指すことに対する市の考えにつ

いてお答えをいたします。 

  ⑴でもお答えしましたとおり、本市では牛乳・

乳製品の消費拡大を図るための取り組みを推進し

ているところであり、ジェラートにつきましても

その中の一つとして位置づけられるものでありま

す。市といたしましては、引き続き、ジェラート

のみならず牛乳・乳製品の消費拡大を図ってまい

りたいと考えております。 

  次に、⑷のナチュラル、オーガニック、ダイバ

ーシティー、アニマルウエルフェアの視点を踏ま

え、さらなる質の高い生乳の生産を目指すべきで

はとのご質問にお答えをいたします。 

  現在、多くの酪農家で自給飼料や遺伝子組み換

えでない飼料の使用を進めているほか、牛のスト

レスが軽減されるよう牛舎環境の改善を図るなど

し、質の高い生乳の生産に努めております。 

  市といたしましては、引き続き、各酪農家の経

営を尊重しながら国・県と連携し質を高める取り

組みに対し支援してまいりたいと考えております。 

  最後に、⑸のＤｔｏＣ、ダイレクト・ツー・コ

ンシューマーの考えを生かし、酪農家、加工者、

消費者が連携し、三者がウイン・ウインとなる関

係をつくってはどうかとのご質問についてですが、

生産者と消費者の距離を縮めることにつきまして

は質の高い生乳の提供や消費拡大にもつながるこ

とから重要なことと認識をしております。 

  しかしながら、ＤｔｏＣにつきましては、生産

者のビジネス上の戦略にかかわることであるとい

うことから、市が主体となってこうした関係を構

築していくというような予定は現在ございません。 

○議長（君島一郎議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） （１）から（５）、関

連しておりますので一括して質問させていただき

ます。 

  チーズ、バターということで私は少し関係して

動いたんですが、難しいところがこちらにもあち

らにも出てきております。反面、ジェラートはす

ごくシンプルなんですね。と同時に消費をする方

の客層が、若い方から子ども、高齢者まで客層が

広いということ。つくることが簡単だということ

が、なるほどということで今回の質問になりまし

た。 

  かつ、ジェラートは健康食品と同時に生鮮食品

なんですね。先駆者にお聞きしますと、午前中に
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つくったものは午後までに販売して、日にちを超

えて冷蔵庫に入れてアイスクリームのように保存

して翌日売るということはない。ですから、生鮮

食品で新鮮であるよということが一つの売りにな

るということですね。 

  かつ、ジェラートのベースはもちろん牛乳です

が、これに加える具材は果物、果物であれば地場

のイチゴとか梨とか桃とかブルーベリーなどなど

さまざまなものが使えます。野菜では地元のコマ

ツナ、ホウレンソウ、カブ等々も使える。お聞き

しますと旬のものを使うとすごくいいと、果実も

野菜も旬のものを使うと那須塩原の独自性が出せ

ると、そういう食べ物になると思います。 

  また、消費者、お客様のニーズに応えて、実は

こういうものをつくってほしいんだけれどもとい

う要望ですね。それに応える自作のジェラートも

つくって上げることができます。例えば、入院し

たおじいちゃんが大切にしていた桃がなったと。

その桃を使ってこれをジェラートに加工してくれ、

おじいちゃんに持っていくんだということとか、

誕生祝いや結婚祝いにもオリジナルジェラートを

提供することが技術的にはもう可能になっている

そうでございます。 

  那須塩原は宿泊地がございます。それらの施設

から茶葉を入れたジェラートをつくってくれと、

そういうことも製品化できるということです。 

  観光に訪れた方に、板室本村にＷさんというお

いしいブドウをつくられている方がおられると思

います。それや、那須塩原ブランドのトマトです

ね。こういうものをジェラート化すると新鮮な魅

力があると思いますが、これらを踏まえて、当市

でジェラートをつくったときの潜在力や可能性は

どのようなことが考えられるかお尋ねしたい。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 当市でジェラートを

つくった場合の潜在力、可能性ということでござ

いますが、まずジェラートにつきましては、議員

おっしゃるとおり、比較的、本市の状況から考え

ますと、取り組みやすい製品であると。最近では

ジェラートの機械等も、製造する設備ですね、大

分小規模なものもできているということで、条件

的にはかつてとは随分変わってきていますし、ジ

ェラート自体が広く普及をしている。 

  それから、本市には生乳生産本州一という条件

があり、さらに野菜、果物等も良質なものがとれ

ていると。そういった組み合わせから考えますと、

可能性としては広がるものがあるであろうという

ふうには言えると思います。 

○議長（君島一郎議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 私も何カ所かメーカー

とか当たってまいりました。つくることが非常に

簡単であるということは誰でも取り組めるという

ことですね。すごく魅力を感じておりました。 

  私たち、以前の会派で奈良県の斑鳩の里の近く

につくられた、なら食と農の魅力創造国際大学校

というものを見てきました。ここでは大和野菜を

つくって、調理を教えるコースをつくって、その

調理を食べていただくというオーベルジュを併設

して持っておりました。食に関して一体感をつく

ったところなんですね。 

  当市、那須塩原市では、ことし３月にミルクタ

ウン戦略をまとめられております。基本目標、戦

略１から12にきれいにまとめられております。戦

略１、生乳を利用した仲間づくりとか、何点か読

ませてもらいます。「みるひぃ」の利用促進、

「９月２日は牛乳の日」とか、生乳を活用したも

のづくり、ものづくり人材の確保、オリジナル乳

製品の研究、新しい販路の開拓、ミルクスタンド

（牛乳・乳製品の提供の場）、担い手確保等々、
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きれいにまとめられております。 

  ここでお尋ねしたいんですが、当市観光局のス

ペースを一例として、那須拓陽高校、先ほど部長

はもう一つの高校の名前を出されましたけれども、

那須拓陽高校生の活動を一歩進めるため、ジェラ

ートの製造、販売、学ぶ場の一体化を図ってはい

かがでしょうか。有機農業に取り組む若者や那須

塩原の食の魅力を求める消費者、観光客の結節点、

情報の発信の場になるのではないかと思いますが、

お尋ねいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 現在の観光局のスペ

ースを拓陽高校の生徒たちの学び、実習の場とし、

さらに観光客に対して商品を提供する場として活

用できるかというお尋ねだと思います。 

  高校生の活用については、当然相手のいるお話

でございますので学校側のまずは意向ということ

はあるかと思いますが、そこを抜きにいたしまし

て、観光局の活用が考えられるか。ちょっと考え

ただけでも相当クリアしなきゃならない課題があ

るだろうなと。当然、製造の施設となればそれに

応じた設備、手続、それから販売においても同様

なものが考えられるんだろうなと思います。 

  これが全て、学校の意向であったり、各種法手

続であったり条件がクリアされたということであ

れば、可能性はないことはないかなというふうに

現時点では考えられます。 

○議長（君島一郎議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） この場でこういう話を

している中で、この次のステージ、生乳を使った

可能性のステージをつくっていく中で、拓陽高校

はもう一歩進んでおります。製品化したキスミル

は宇大の先生から教わって商品化、販売もしてお

ります。そういう意味で先に行っている。さらに、

ジェラートに加工していくことによって、一般の

人たちはキスミルよりはずっとこのジェラートの

ほうが商品受けするというんでしょうか、消費者

受けするということで、かつ実学の場をこれから

つくっていくことは非常に魅力だと思っておりま

す。ぜひクリアできるようにご一考していただき

たいと思っております。 

  ２の新庁舎に移ります。 

  平成17年１月に、旧黒磯、西那須野、塩原の１

市２町の合併により当市は誕生いたしました。合

併から12年を経過し、合併の際の協定項目である

新庁舎建設は、資材や人件費の高騰が予測される

ことから、君島市長は東京オリンピックの後に延

期するという大きな決断をされました。 

  この間、人口減少問題、経済・産業構造の変化

等、家族構成、ライフスタイルも大きく変わって

きました。このため、時代の変化に対応する新庁

舎の建設が必要となるものと思うことから、以下

の点についてお伺いいたします。 

  新庁舎が、この町に住んでいてよかった、この

町に住んでみたいと感じるきっかけになること、

また県北の中心都市としてのシンボルとなること

についてどのように考えるかお伺いいたします。 

  ⑵市民に新庁舎建設のポリシーをどのように伝

えていくのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 22番、玉野宏議員の質問

に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 玉野議員の新庁舎の建設につ

いてのご質問に順次お答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の新庁舎が、この町に住んでよかっ

た、またこの町に住んでみたいと感じるきっかけ

となること、また県北の中心都市としてのシンボ

ルとなることの考えについてお答えをいたします。 

  新庁舎建設につきましては、今年度、庁内ワー
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キンググループを立ち上げ整備スケジュール等の

検討を進めておりまして、来年度から本格的な整

備再開に向けていくこととしております。 

  新庁舎の建設に当たりましては、新庁舎建設基

本構想で示されております新庁舎建設における基

本的な方向性を踏まえまして、議員や市民の皆様

方からご意見をいただきながら、市民ニーズや時

代の変化にもしっかりと対応した庁舎整備を進め

ることにより、市民に誇りと愛着を感じていただ

き、県北の中心都市のシンボルとしてふさわしい

庁舎にしていきたいと考えております。 

  次に、⑵の市民に新庁舎建設のポリシーをどの

ように伝えていくのかについてお答えをいたしま

す。 

  今後、新庁舎建設基本計画を策定していく中で、

新庁舎建設のポリシーなど重要な事項につきまし

ては、これまでと同様に適宜、市の広報やホーム

ページ、パブリックコメントなどを有効に活用し

ながら幅広く市民にお伝えをしていきたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 私の思いの中に、似た

構想でつくられた庁舎が栃木県下野市ですね、昨

年５月でしたでしょうか、市民のよりどころを目

指し、４つですね、利用しやすい庁舎、市民に頼

られる庁舎、市民が集う庁舎、環境に優しい庁舎

としたそうでございますが、参考になる点等々は

ございますでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今おっしゃられた点につ

いては、参考にするというよりもむしろ私どもの

市としても同じ考え方を持っているということで

ございまして、議会の議決を頂戴いたしました新

庁舎建設基本構想の中に今るるおっしゃった点に

ついては全て盛り込んでいるということでござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 次のステージですね、

庁舎建設委員会等が当然つくられると思います。

まだそこまでは言葉上は出ておりませんが、当然

この委員会をつくられると思いますが、人選が、

どのような分野で活躍されている方を選ばれるの

かとかちょっとお尋ねしたいんですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 先ほど市長がお答えした

とおり、来年度からは新庁舎の建設に向けてその

業務を本格的に再開していくということでござい

ます。そんな中で、先ほども答弁したとおり、一

番最初にやっていかなくちゃならないことは、新

庁舎建設の基本計画といったものが中間報告でと

まっているということでございますので、まずそ

こを成案になるように検討していかなくちゃなら

ないということでございます。 

  その検討に当たりましては、従前どおり市民検

討懇談会というものを立ち上げて、その中でいろ

いろとご意見をいただくということになります。

人選等につきましては、その組織を再結成すると

ころでの再検討ということにさせていただきたい

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 22番、玉野宏議員。 

○２２番（玉野 宏議員） 再結成という中で、下

野市は宇都宮大学地域デザイン科学部の三橋伸夫

先生が委員になっておられたと思います。時代が

変わってきたというか人口減少というか、そうい

う中で、人選に当たりましてそういう方があるの

かと覚えておいていただければいいなと思います

し、仲間に入ればベストなんですが。 
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  明治大学に野生の科学研究所というのがござい

ます。その方が日本の文化についてすばらしい造

詣を発表しております。中沢新一さんです。 

  それから、もう一人の方も頭に入れておいてい

ただければと思うんですが、世界の災害被災地で

早急に住宅、シェルターでしょうか、必要だとい

うことで紙のパイプでハウスをつくって早期にシ

ェルターをつくってこられました。かつ、木造建

設に高層木造ですね、これに造詣の深い坂茂氏が

おります。そういう方の考えもご一考いただけれ

ばなと思っておりますが、いかがでございましょ

うか。 

○議長（君島一郎議員） 玉野議員に申し上げます。

ただいまの質問、発言につきましては、先ほど執

行部のほうに委員会の部分につきましては求めて

おりまして、企画部長のほうから、まずは委員会

等につきましては市民の代表者でつくるというこ

とで答弁がされておりますので、同じ質問が２回

という形になってしまいますので、質問を変えて

再度お願いしたいと思います。 

○２２番（玉野 宏議員） もう口から出たことで

すから結構でございます。 

  冒頭、日本は市場原理の中にあるということを

発言させていただきました。これに今、人口減少、

経済構造の変化が加わっております。このため、

この大きな転換期を日本の下り坂と表現され、次

の時代に向かって下り坂を急に落ちないでゆっく

りゆっくり丁寧におりていくようにする、ライフ

スタイル、価値観の大きな変化が進んでおります。 

  学校というのはずっと昔のことですけれども、

こちらにいる全員が学校でネアンデルタール人と

かホモサピエンスということを習ったと思います。

この二者の違いは、ネアンデルタール人は自然は

無限のものであると、ホモサピエンス、私たちに

近い存在でしたね、は、自然は物質が循環する有

限なものと見てきたそうでございます。ヨーロッ

パのエコロジーは、自然がアンバランスになるこ

とを法律の強制力で防いできたそうで、日本の文

化はホモサピエンスの思考がそのまま残っていま

す。 

  西洋型文明がきしみを上げている今、原発は西

洋科学の象徴的なものです。国会移転に沸いた当

時、那須に全国の木を集合させた国会議事堂をつ

くってはという川勝平太氏の発言と人がありまし

た。 

  今回の市庁舎建設は那須塩原市が独自で決めら

れます。新庁舎が日本文化の自然の循環の象徴と

してとか、また日本人の心を内面から学べる場に

なりますよう願っております。 

  これで私の一般質問を終わりますが、所見がご

ざいましたらお答えいただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 以上で22番、玉野宏議員

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎議員） 以上で本日の議事日程は

全て終了しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時３２分 

 


